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この論文は1955年 の フラン ス の 国 際 法 一 般 雑 誌(RevueG6n6ralede

Droi七InternationalPublic)の 第1号 に掲載 された もので あり,ま た別に同

じA.Pedoneか ら抜刷 りがでてい る。 この紹介は後者に よつ た。

ジ。ル ジ昌・セル はい うまで もな くパ リ法科大学の名誉教授で あ り,ま た国連

国際法委員会の委員 で ある。

この論文で検討 されてい る国際法委員会の報 告は第5会 期(1953年)ま での

もので あ り,そ の後公海制度 に関 して は領海 制 度 と と もに 第七会期(1955年

5月2日 ～7月8日)に おいて審議 され,そ の 事 業 報 告は第十国連総会 に提 出

され・ 維会 は同報告の審議 を第六委員 会に付託 し,同 委員会は10月11日 よ り11

月4日 の間にわ た り国際法委員会委員長 スピロプー ロス出席の もとに 審議 を行r

った。 なお現在 ジユ ネーヴにおいて国際法委員会の 第 八会 期 が 開 催 さ れてお

り,公 海の制度 に関 して審議 が行 われてい る。ま た第五会期 において討議 され

た大陸棚 の問題 も,今 会期 において改めて再検討 され るこ とになつてい る。

後述す る如 くセルは国際法委員会第五会期 にお いて 採択 された公海漁業 に関

す る3力 条 の条文の うち,そ の第3条(す なわち国連 の枠内において創設 され

る国際機関に公海漁業に関す る規制 権 を付与 し,そ の規制は諸 国家に よ り自国

民 を拘束す る もの として受諾 されねばな らない とい う趣 旨の規定)を 「特 に重

要 」で ある とし,大 陸棚 の問題 に も同様 な方 策が とらるべ きことを主 張 してい

るので あるが,こ の第3条 の趣 旨の規定は第七会期 の仮条文(そ の第2章 漁 業

の諸条文は第 九国連総会 の決議 に基づいて1955年4月18日 ～5月10日 ローマに

お いて開催 された 「海洋生物資源保護 に関す る技術的国際会議 」 の最 終報告 を

基礎 にして作成 された)で は姿 を消 してい る。 このよ うに特 に国際法委員会 の
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事 業に関 してその後重要な変化がみ られ る。 しか しここでは専 らこの論文の内

容について紹介 しよ うと思 う。

この論文 は2っ の部分か らなつてお り,第1部 は 「諸国の主張」・「地球物理

学的観念 不平 等」・「大陸棚 の法律上の定義について」・「相対 してい る大陸棚

の境界」・「海床 と下層土の不可能 な区別について」。「大陸棚 の法制 度の矛盾 と

結果」・「勝 ち誇つた主権」・「大陸棚 の概 念は実定法にその基礎 を求 め うるか」・

「二 つの伸裁裁判」・「大陸棚 につ きま と う紛争 の危険」・「日本 ・オ ース トラ リア

紛争」・「オ ナシス事件」・「大陸棚 と国連総会」の項 に分れ,第2部 は 「国際公

物の要素 としての海」・「一つの解決の粗描」 となつてお りそ こに著者の見解が

述べ られてい る。'

以下順 を追つて紹介 しよ う。

大 陸 棚 と 國 際 法

まず前お き として次 のよ うにい う。

大陸棚 の観念(第 五会期 におけ る国際法委員会の定義か ら出発す る)は 革命

的 な もので ある。 そ の理 由は公海 は航行,漁 業,海 底電線 の敷設及 び一般 に排

他的でないすべて の利用 に関 し,万 人の利用 に対 して 自由で ある とい うのが,

そ して またこの利用は海水,海 床,下 層土及 びその上 空に及 ぶ とい うのが,実

定国際法 におけ る確立 した伝統 的原 則で あるのに,大 陸棚 の観念は この 自由な

利用 に対 して制限 を加 えるこ とにな り,ま た沿岸国 に対 して沿岸 国が領海 に対

して もつ てい る権限 と類 似の権限 を,で なければ同一の権限 を公海の広い部 分 ・

に対 して与 えるこ とに な るか らで ある。 か くして領海 の制度は数百 マ イル にま

で拡 げ られ るよ うに な るか もしれない。 国際海法の本質的基礎 は領海 と自由海

との間の コン トラス トの上 におか れていたので あるが,後 述の如 くこの新 しい

大陸棚 の観 念は,一 定 した もので もなければ,確 定的 な もので もないか ら,数

百 マイル に及 ぶ領 海制度 の拡張 とい う事態 さえ招 くおそれが あ り,か くして国

際海法 の本質的基礎は単 に修正 を加 え られ るばか りで な く,は け しくゆすぶ ら

れ るこ とにな る。 このよ うな意味で大 陸棚 の観念は革命的 な もので ある。

この よ うな大 陸棚 の観念 を創 り出す イニシヤチヴを諸国の 政府 が とつた とい
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うこ とにつ いて はさほど驚 くにあた らないが,し か し国 家的考慮 に全 く身 を委

ね る必要の ない法学者達が,そ こに一つの進歩 の導火線 をみた とい うこ とは不

可解 な ことで あ る。

しか しこれ ら法学者達の唱え る新 しい学説 の動 きの根 源に,そ の よ うな学説

の原動力 ともなるべ き一般 的利益 の考察が欠除 してい る とい うので はない。 す

なわち第一 に海の富源 はわれわれが永い間 そ う思いつづけて きた よ うに無尽蔵

な ものではない とい うこ と,そ して海申動物開発の絶対的 自由及 びその開発方

法の絶対 的 自由は,あ る種類 の絶滅 さえ も惹起す るか もしれ ない とい うこ と。

第二 に鉱脈特 に石 油の鉱脈 の所有が,諸 産業び軍 事上の防衛 に とつて次 第に欠

くべか らぎる もの となつて きてい るときに,鉱 脈 は絶 えて しまいそ うな気配が

み えて きた とい うこと。 このよ うな海 の生物資源,特 に,あ る種 の魚類の淘 渇

と,陸 の鉱物資源,特 に石油 の消尽への憂慮 に人類が直面す るよ うになつた丁

度それ と対照的 に,(特 に後者に関連す るこ とで あるが)海 水 下に鉱脈が延長

し,鉱 脈が存在 してい るこ とが,而 もそれが豊 富で あ るとい うことが次 第に明

らかにな り,ま た科学がそ れを開発す る今迄 に知 られなかつ た方 法を発明す る

よ うになつた。 か くして澗渇 と消尽への憂慮 と新 しい発見 と発明の結果次 のよ

うな二つ の確信 が生 れ る。 す なわち以前 のよ うな状態が永続 す るにまかせ,加

重 され るにまかせ るこ とは不可能 であ る とい う確信 と,ま た人類 に とつて欠 く

べか らざ る財産 を法的 な口実 の も とに遊ばせ てお くよ うな権利 は何 人 ももつて
ぞ

確 ない とい う確 信 。 。

.新 しい学説の根拠 となつてい る以上の よ うな考 え方 は完全 に弁護 され る。 し

か し伝統的 な法原則 を制限す るよ うにな る新 しい大陸棚の観念は,そ の伝統的

な法原則 よ りもよ り重大 な不都合 を提出 しない ものか ど うか,ま た対 立す る主

権 の無政府的競 争を無暗にそ して将来 につ いての充分な考慮 な しに拡 げ る とい

う救済策以外 に,海 洋 自由の濫用 に対 す る他の救済策はない ものか ど うかにっ

いては疑問で ある。

1諸 国 の 主 張

ここでは新 しい大陸棚 の観念が もた らす不安の 重 要 な理 由の 一 つ として,
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そ の観念が もとになつて生み出 された諸 国の主張 の 膨脹的性格が述べ られてお

り,ま たその種子 を播 いた アメ リカの責任について語 られてい る。

定 着漁場 の例 外的 な制度 を考慮外にお くな らば,大 陸棚の観念 は1945年9月

28日 の合 衆国大統領 宣言によつて はじめて排他的 な法的主張の装い をま とうこ

とになつた。 アメカ政府 は,こ の 日おそ らく自 ら気づかぬまに一つ の確実 な責

任 を負つ たので あ る。 アメ リカ政府 はその責任か ら免かれ るこ とはおそ らくで

きなかつたで あろ う。 とい うのは この国は一方 において強大 な政府 的勢力を有

してい る国で ある とい う理由か ら,ま た他方 においてその決定 の緊急 さが完全

に欠除 してい る とい う理由か ら。 しか しアメ リカ政府 の態度 は,そ の決定に法

的 な心づかいを示 してい る とい う点で 自 らを有利 に弁護 してい る。 同じ日付 で

少 く とも理 論的には無関係 な二つの宣言,す なわ ち漁業 の規制 を取扱つて大陸

棚 とは関係 のない一つの宣言 と,大 陸棚 を定義 しつつ しか しそ こにおいて開発

きれ るこ との可能 な鉱床 の所有 と管理 のみを目的 としてい る もう一つの宣言,

が あつた こ とは周知 の通 りで ある。 明 らかに ワシン トン政府 は現行 法に与 える

打 撃 を衰 少 限 に くい とめ よ うと努 力 して い る。 後 に なつ て ワシ ン トン政府 は こ

のはじめの概 念に対 して アメ リカ諸隣国 によつて行 われ た信 じ難 いほ どの拡張

す なわ ちそ れは大陸棚 に対 す る主 権の要求に とどま らず,領 海 の殆ん ど無限の

拡張にまで至 るで あろ うところの大拡張に対 して抗議 をす る。 そ れは空しい抗

議 では あつ たけ れ ども,し か しワシ ン トン政府 は《それ を欲 していなかつ た》

とい うこ とを証明す るためめ抗議で もあつたので ある。 しか し ともか く不幸 な
メ

こ とにお手 本が上 の方か らやつて くる ときには,し か もそれが数世紀来 の食叡

をよ び さ ます ときに は,そ の お手 本 は ど うして も見倣 われ る運命 に あ る もの だ 。

9月28日 の二 つ の宣 言 は,グ ロチ ウス の制 度確 立 以 前 の 海 域 に対 す る支 配欲 を

よぴ さま した。 そ の結 果 として い ち早 くヴ エ ール を脱 ぎ去 つ た海 域支 配 に対 す

る野望 の 突進 となつ て現 れ た ので ある。

類 別 の申 に入 らな い い くつ か の不 確定 な態 度 の もの に構 わ な け れ ば,そ れ ら

の 野望 を 四つ の カ テ ゴ リ・一に整 頓 す る こ とが で きる。

第1の グ ル ー プの国 家は,単 に石 油及 び天 然 ガス の鉱床 の所 有 権(propri6t6)

のみ を要求 して,そ れ を海 の動物 に対 して まで 拡 げ るこ とをせ ず,ア メ リカ方
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式 を踏襲 して い る もの。 グ ア テマ ラ,フ ィ リピン,エ ク ア ドル,及 び或 は ア イ

ス ラン ドもこれ に入 るか も しれ ない 。

第2の グル ー プは,大 陸 棚 全 体 の主 権 へ の併 合 を宣 言 して,決 定的 な一歩 を

踏 み出 して い る もの。 この グル ー プ は最 も数 が 多 く,南 アメ リカ諸 国す な わ ち

ブ ラジル,メ キ シ コ,ア ル ゼ ンチ ン,ニ カ ラグ ア,ホ ンヂ ュラス,パ ナマ 。 ま

た パ キス タ ン,オ ース トラ リア も こ こに加 え られ るだ ろ う。勿 論,主 権 の観 念

は ま た漁 業 の独 占及 び しば しば 海水 の主 権 を も含 ん でい る,す な わ ち アル ゼ ン

チ ン,ホ ンヂ ュラス,コ ス タ リカ等 。

第3の グル ー プ は,地 質学 或 は地 理 学 的 意 味 に おけ る大陸 棚 が 存在 してお ら

ず,絶 壁 性 の海 岸 のた めに真 の海 底 棚(pla七e・fOrmesous・marine)の 存 在 を

主 張 す る こ とがで きな い に も拘 らず,最 も広 い大 陸棚 の広 さに相 当す る海 の広

さ に対 して主 権 を要 求 す る,つ ま り海 底 の土 地 の傾 きに よつ てで は な く,領 土

の 海申 へ の延長 の欠 如 の代償 として そ れ を主 張 す る国 家。 チ リー,ペ ル ー,サ

ル ヴ フ ドル,エ ク ア ドル。

第4の グル ープは,ペ ル シヤ湾岸 に局 限 され る小 さな主 権 国 で あつ て,そ れ

らの国 の海岸 の延長 は ど こに も急 激 な降下 が み られ ない,従 つ て そ れ ら の 国

は,適 切 に い うな らば大陸 棚 を もつ て い ない 。 しか し彼 等 は隣 国 との間 に海床f

の《公 平 な 》分 配 を要求 して い る。ペ ル シ ヤ湾 岸 の イギ リス の諸 保護 国 。

これ らの主 張 が 記録 されて い るの は,元 首 の発 す る政 府 宣言,政 府 の決 定 や

普 通 の法 律,憲 法 条文(ニ カ ラグ ア,パ ナ マ,サ ル ヴ ァ ドル 等8力 国)の 申 に

お い て で あつ て,そ れ らの主 張 は一 つ の文 書 を除 い て他 はす べ て 一方 的 な もの

で あ る。 例 外 的 な一 つ の文 書 とは イ ギ リス とヴ ェネズ エ ラ との間 の1942年11月

26日 の パ リア湾 の条 約 で あ る。

元 来 が 専 ら併 合 主義 的 な これ らさ ま ざま な 諸 国 政府 の文書 に よつ て お いつ が

れ る大 胆 な前 進 につ いて 繰 返 して み た ところで は じ ま らない だ ろ う。 そ れ は鉱

床 の所 有 か ら海底 地 域 に対 す る主 権 へ と進 み,海 底 地 域 の主 権 か ら《 上 部 》水

域 の主 権 へ と進 み,上 部 水 域 の主 権 か ら200カ イ リの距 離 に及 ぶ領 海制 度 の無

条 件 な拡 張 に まで 至 る。 この よ うに して もし も1930年 以 来 ともす る と新 しい誘

惑 を さそ いが ちで あつ た接続 水 域 の理論 を援 用す る な らば,公 海 に お いて 大陸
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棚 の外 にまで も警察行動 をお しひろげ るこ とが可能 とな り,而 してそ のよ うな

お こ りうべ き警察行動 を も正 当化 しよ うとす るつ もりなので ある。

1945年 にまかれた アメリカの種子 の発芽 の毒性 を否定す るこ とは 不可能 なよ

うに思 はれ る。

地球物理學的観念 不準等

ここでは大陸棚の観念 の もた らす不安の第二 の理 由 としての大陸棚の地球物

理 学的観 念(notiong60-physique)の 不確実性 とそ れ故 に生ず る不 平 等 につ

いて述べ てい る。 地球物理学的観念 と地質 学的観念 とは同じ意味 に使わ れてい

るよ うで ある。

大陸棚 の地球物理学的観念その ものが不明瞭で ある。 すなわち海底棚 の縁が

200メ ー トル或 いは100尋 に一致 しないよ うな地形 の海岸が ある。 それ以上 に

重要 なのは とぎれないで続 いてい る若干 の棚或 は台地が しば しばみ られ る,そ

して この場合には何 によつて大陸棚 の縁を きめ るのかが わか らな くな る。 また

深い窪みが海岸近 くに掘 られてい る ことが あ り,そ の あとで海 の底土 が急激 に

海表面か ら200メ ー トル或 はそ れ以下 に もち上 つつ てい る場合が ある,そ の場

合に大陸棚 を窪 みの最初 の急 激な降下 に限定すべ きで あるか,そ れ と も窪みの

存在 を考慮 に入 れない よ うにすべ きかが問題 とな る。特 に海底 棚の傾斜 はその

海底棚が不 断の傾斜 で拡がつてい るよ うな場合で も極 めて不定で あつて,海 底

棚 の降下点 の限界が海岸か ら近 くにあつた り,著 しい距離 に あつた りしてその

距離が非常 にまちまちで あ る,そ の結果海底 棚の幅 はあ るものは数百 マ イル に

も及 び,ま た あ るものはわずか数 キ ロメー トル にと どま るとい う場合が ある。

海岸が深海 に向つて急激 に降下 して海底棚が全 く存在 しない場合,ま た海底槻

と自由海の土地 とを区別す るよ うな海底の起伏が全 くない よ うな場合 もある,

しか し この二つの場合 は大陸棚 の問題 とは考 え られない。 従つて大陸棚の面積

にはその広 さが零 か ら無 限にまで変化 して絶対 的な不平等が生ず る,そ れが一

つの要点で あ る。

今 日においては30乃 至40メ ー トル以上 の深 さにおいて大陸棚 の土地及 び下層

土 が含 んでい る鉱物資源 を開発す ることは不可能 で あ るとい うこと,及 び開発
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の条件は下層土 の堅 さと水域の制 度 とに従つてそ れ自身 限 りな く変化 す る とい

うご とを注意 してお こ う。 そ して この こ とか ら大陸棚 に対す る態度 として,大

陸棚開発の将来の可能性を も考慮 に入れ る理論 的だが しか し同時に専 断的な態

度 とともに,開 発の可能性 の有無 によつて大陸棚の観 念を制 限 しよ うとす る現

実主 義的な能度 も可能で ある。

大陸棚の地質学的観念が前述 の如 きもので あろ うと,そ れ自身 として はわれ

われにとつて根 本的 な 影 響 は現 わ れ ない。 従つて多少 とも特殊的な或 は個性

的 な大 陸棚の事実上 の存在をみ とめ るのに吝 かで はない。 しか し この地質 学的

観念 を法領域 の上へ,特 にいわゆ る《国際法》,よ り正確 には《 国家間の》法
し

の分野へお きか えよ うとす るときには,先 に列挙 した大陸棚の種 々な特 殊性 は

真剣 に考慮 に入れ られなければな らない。特 に国際法は一層 多 くの正確 きと厳

密 さを要求す る。 何故 な ら国際法規 を援 用 し,ま た解釈す ることを任 されてい

る法律行為者 たる国家は,そ の挙動 において よ り独立不羅で あ り,そ の紛争 に

おいて よ り恐 るべ きもので あ るか らで あ る。

以上述べた ことを次 の二つ に要約す ることがで きる。 す なわ ち第一 に大陸棚

の定義 自身が不明確で あり,お おまかな ものであ るとい うこと,従 つて大陸棚

の範囲の限定及 び境界 の劃定は殆ん どの 場 合 に こみ 入 つ た もの にな るだ ろ う

し,お そ らくは不可能 にな るか もしれない とい うこと。 第二 に大陸棚 の所有者

綜諸国 の事実上 の不平 等,政 治 的不平 等,経 済的不平等を著 しく大 きくす るよ

うにな る ことは明 らかであ る,そ れは単 に棚の幅が極 めて不定で あるか らとい

うばか りで な く,ま た若干 の沿岸 国はそれを開発 し うるであろ うが,他 の国 々

はそれをなしえない とい う理 由か らで もあ る。,
k

このよ うな不平 等は諸 国の 自然条件で あ り,同 様 な事情はすべての どのよ う

な天然資源 について もみ られ ることで あつて,国 際連盟 はその初期 において こ

の問題 に重大 な関心 をよせ たが,結 局それは解決で きない とい うことが 明 らか

になつ たとい う意見 もある。 しか し別の意見 もあ り うる。す なわち法律制度の

進歩 は単 に法のいわゆ る理論的平等 を 宣言す ることにあ るのではな く可能 な範

囲 内で事実上の不平等 を補正す る ことにある,例 へ ば労働法 においてみ られ る

如 く法的干渉主 義は資本主義的 自由主義 の自称平等主義 的制 度 を著 しくi変化 さ
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せ た,と い う意見であつ て,そ れが社会倫理学的な考察で ある。 しか し大陸棚

の地質学的概念 を法律用語 にお きか えよ うとす るときには,法 学的 また法技術

的 な新 しいかつ重大な故障が直 ちに現 われて くる

大陸棚の法律上の定義について
、

ここでは国際法委 員会の1951年 草案 と1953年 草案 にみ られ る大陸棚の定義の

そ れぞれの批判 と両者の比較検討が行 われ,ま た注意すべ き二三 の問題 が指摘

されてい る。

大陸棚の観念 を国際法の領域へ移植 す る場合 に,ま ず最初 にぶつか る困難は

'大 陸棚
の法律上 の定義 に到達す る ことの困難で ある。 そ れは二年の間に二つの

異 つた定義 を与 えた国際法委員会の事業 をみれば明 らかで あ る。

1951年 草案において国際法委員会は次 のよ うな定義 を与えた。

《 ここで使用 され る《大陸棚》 とい う言葉 は,海 岸 に接続 してお.り,か つ

領海区域の外にあ る海底地域の海底及 び下層土で あつて,そ の上 にあ る水の

深 きが海床及 び下層土の天然資源の開発 を可能 にす る もの をい う》

大陸棚の定義 に地質学的概念を採用 しなかつ た理 由 として委員会報告は,大

陸 棚 とい う言葉が科学者達 によつて いろいろな意味 で使わ れるとい うことと,

地質学的概 念では海の深 さか らいつて 大陸棚の ある場合 と同じよ うに下層土の

開発 を可能 にす るよ うな海底地 域に対 しては疑 わレ くな るか もし れないか らだ

と説 明 してい る。 そ うい う場合 に同じよ うにあま り深 くないそれ らの海 に対 し

て差別的 な制度 を適 用す ることを如何 に正 当化 し うるだろ うか と委員会報 告は

考 えてし、る。 この極 めて適切 な注意 は強調 さ るべ きで あ る。海 のすべての余剰

物 に対 す る開発 の自由の原則が維持 されてい るのに,海 の資源の開発 の不 安に

対 す る救済策を,ど うして制限は され るが しか し不当な国家の陸地領域 の拡張

の中 に求 めよ うとす るのか。 浅瀬 とか浅瀬 の資源或 は海床及 び下層土へ近 づ き

やす い こととい うよ うな ことは,諸 国の沿岸近海 においてだけではな くその他

の場所 に も存在す る。 もしも海洋 自由の制度が アナーキ イに染つてい るとす る

な らば・焼直 しを必要 とす るのは・その全体 においてで あつて公海 の縁飾 りに

対 してだけではない。1951年 にお け る国際法委員会 の概 念の プ ラグマティ。クな

o
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牲 格に注意 しよ う。 しか しこの案 によればそ こにおけ る大陸棚の概 念 は,そ の

概 念に あてはまつてい る場合 の国家にだ け適用 され ることになつてい る。 委員

会 自身 この委員会 の定義 には用心す る必要が あることを充分認 めてい る。 委 員

会報 告によれ ば開発が技術 的に可能 でない地 域はいわゆ る大陸棚か らは除外 さ

れてい るので あ る。 そのため制度の不平等は極 めて甚 しい もので あつた。

国際法委員 会は1951年 にとっ た この最初の方針 を守 り通 そ うとしなかつた。

す なわ ち1953年 におけ る第五会期の と きに,よ り憂 うべ きまた同じ様 な不平等

を含んでい る地質学的定義 にたち もどるために,委 員会が最初 に とつていた見

解 を完全 に放棄 して しまつた。1953年 草案の第1条 は次 の如 くで ある。

《大陸棚 とい う言葉 は,海 岸 に接続 してお りかつ領海区域の外 にある海底

地域の海床及 び下層土で あつ て,200メ ー トルの深 きまでの ものをい う》

ここで委員 会は地質学的定義への旋回 を行 つたのだが,こ の旋回 につ いての

最 もよい批判 は委員会 自身が既 に1951年 の委員会報 告(第6項 引用)の 申で述

べ てい る。 そ れは地質学的定義 を採 用す ることの可能性 について検討 したが,

しか しそれ は不 安定 とい う不都合 を提示す るもの と委員会 は考 えたとい うので

あ る。 実 をいえば開発可能 とい う限界は技術の進歩が予見 しえない とい うこと

か らよ り多 くの安定性 を提出す るものではないだ ろ う。 しか しそれは少 くとも

実 定国際法が仮装的先 占を否認 してい るときに,実 定国際法 に反 しない とい う

長 所 を もつていた。

委員 会の この旋回 の動機 となつたのは 両会期の間 におけ る諸国政府 の意見書

の中で若干 の政府 に よつ て と られた態度で ある。 それ らの意見書は若干 の政府

・によつて行 われ た諸 宣言の併合主 義的な また帝 国主義的な性格 をそのまま現 し

ていだ もので あつた。 か くして と られた1953年 の この新 しい概念は現在 のすべ

ての可能性 を遙かに越 えてい る・ こ,の概 念は《免れ よ うもな く専断的 》で あ る

の に,そ の ことを何 とか偽つて国家的野望 に対 し驚 くほど広 い余白が与 え られ

たので あ る。委員会報 告は《一般 に想定 され る地理学的形状 を もつてい る大陸

棚が存在す るとい うこと》は,国 家が彼 に認 め られ る権利 を行使 し うるために

は必ず し も必要 な ことで はない とい うことを是認 してい る。 こ の 点 に お い て

1953年 の この新 しい 概 念 の 専 断 きははつ きりとした形 で現 れてい る。 す なわ
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ち200メ ー トルの深 さとい うのは単 に水深の最大限の限界 を示 してい るにす ぎ

ない もので あ り,例 へ ば'εルシヤ湾の場合 についていへば,そ こには先 に触れ

た大陸棚の地理学的特性が存 在してい ないので あ るが,し か しその よ うな事実

とい うことは とるにた らない ことにな る。 た とえ自然が 口実を 与えて くれない

か らといつて も,だ か らといつ て これ以上にはつ き りと自称定義 の無 条件 の経

験主義 とまた 自由海 に対 し寛容 され る土地収用(emprise)と を 許 してや るこ

とはで きない ことだろ う。

また委員会報 告第66項(引 用)に よれば,も はや最初 の深い窪みにおいて大

陸棚 を仕切 る ことは不充分で ある。 そ こで大陸棚を仕切 られて しま うことは,

自己 の利益 のため満足 のゆ くまで万策をつ くそ うとす る政府 に とつて承知ので

きか ね ることで ある。 従 つて これ らの政府が《他の諸国よ りも或 る国 々が不利

な取扱い を うけ るよ うにな るか もしれない一般規定の公正 な修正 一一 地質学的

概 念の自動的適用 をさけ るた めの公正 な修正一 を要求す る》 とい うことにな

るわけで ある。 小 さな大陸棚 しか もつてい ない国 を守 る涙 ぐま しい心づかい。

しか し大陸棚の観念 自身が 自然的不平 等 の観念で あるとい うことを知 らないの.

か。 大陸棚 を もつていない国 々に対す る根本的 な不平 等を如何 にして救済す る

か について委員会 は黙 してい る。 そ こか ら委員会 は太平洋岸 の南 アメ リカ諸 国

の要求 と同じよ うな気狂い じみた 要求 を うけいれ よ うとしてい ると結論すべ き

なのか。 紅海 の沿岸国 イギ リスの被保護国で真 の大陸棚が存在 しない一

に対 して表 明 されてい る好意はそれ を信 じさせ るか にみ える。 しか し委員会 は

口を喋んでい る。1953年 の定義 は専断 に対 してよ り好都合 で あ り,問 題 を外 交

の分野へ もち こむために洗律的 な細かい心づかい か らはつ き りと遠 ざかつ てい

るとい う点か ら,1951年 の定義 よ りもよ り一層悪い とい うことをいつておか ね

ばな らない。 要す るに大陸棚 の法律上の定義 は存在 しない。何故 な ら自由海 に

対 す る大陸棚の限界が はつ きりしないか ら,の みな らず存在 しないか ら。

次 の点 を注意 しよ う。1951年 において も,ま た1953年 において も採択 きれ た

定義 によれば,大 睦棚は領海 の外か らのみは じま るとい うことになつ てい る。

これはちよつ とわれわれ をま ごつかせ る。 土地の連続性 とい うことが地質学的

定義の基礎で あ るわけだが,こ れでは この土地 の連続性 の現実 に反す る ことに

'
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な る。 大 陸の延長 は岸 それ 自身か らは じ ま るの で あつて,3マ イル,6マ イ

ル或 は12マ イルか らはじまるので はない。 そ こで領海の下 において は真の主 権

が問題 で あ り,そ れ よ り外 においては制 度が変 るのだ と も考 え られ るが・ もし

そ うだ とすれば後 になつてそれをな し たよ うに大陸棚の主権 について語 る必要

はなかつた よ うに思われ る。 とにか く沈 んでい る土地の間の不連続性 は全 くの

虚 構で ある。

数 力国 に共通 してい る総括的 な一つCl'大陸棚 とい うことについて語 ること も

断 念 しなければな らないだろ う。 何故 な らばそれ ぞれの国が幅員 の一定 してい

ない,ま た時代 によつてそれを変更す ることが 可能 なそれぞれの領海 を もつて

い るために,そ れに対応 して大陸棚の広 さについてそれぞれの国が異 る見方 を

とるか らで あ る6ま た沿海 に考 え られ る鋸歯状 の線 は等深線 の気ま ぐれによつ

て も引かれ るし,ま た領海の屈 曲 によつて も引かれ る。 ζ うい うことが一っの

進 歩℃ あるとはいい えないだろ うし,ま たそれ によつ て船乗 りによ る海の利用

が 単純化 きれ ると もいいえないだろ う。

接続水 域の主張者達は大陸棚 の観念 と接続水域 の観念 とを如何 に調和 させ る

だろ うか とい うことが問題 で あ る。 両会期 にお いて国際法委員会 によつて採択

された条 文(引 用)は1930年 の会議 によつて採択 された条文案 と同様 に漁 業 に

関す る権 利 も,安 全 に関す る権利 も目的 として はいない。 この条文 は 簡単 に採

択 され たわけで はな く,12マ イル の限界 について も意見が分れ た。 この限界は

大 陸棚 それ 自身 と同様 に領海の限界 を越 えてい る。 そ こで大陸棚は海 の資 源保

護 のための,而 して著 しく不定 な広 きを もつ新 しい接続水域 のよ うな ものだ と

結 論すべ きで あ るか。 ど うい う点で関税管 理,財 政管理等は大陸棚 の管理或 は

主権 と異 るのだろ うか。 指示 の対象 にさえしな か つ た 多 くの問題 が ある。領

海,接 続水 域,大 陸棚は ど うい う点でそれ らの制 度が違つてい るのか,ま た ど

うい う点で調和 してい るのか。 そ うい うことをわれわれが知 らな くて も,こ れ

ら三つ の制度は公海 に対 す る重 な る三つの侵害 を構成 してい るのだ ろ うか。 第

九 国連総会の第六委員会 の何人かの メンバ ーは,そ れについて この不確定及 び

混 同は大陸棚か らあ らゆる個性 を奪 うもので あると結論 した。
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相封 している大陸棚の境界

ここで は隣接 してい る大陸棚 の境界劃定 の問題 につ いて1951年 と1953年 の草

案 を比較 している。 前項 で述べ た と同じよ うな不確定 と危険が この問題 につい

て も存在す る。

1951年 の草 案 にお いて は ・ この問題 につい て何 もいつ て い な い ・む しろ何 も

いい えないとい うことを強調 していた。 す なわち《諸国が従 うべ き一般規則を

定め ることは可能ではな く,ま たおそ らく困難 がお こるだろ う》。委 員会は従

つ て《協定が実現 され ない ときは,ま た迅速 な解決 を余儀 な くされ るときは,

関係 国は紛争 を衡平 と善 とに基 く仲裁裁判 に委 ねる義 務が ある》 と提案す るこ

とで満足 した。 仲裁裁判 なる語 はその最 も広い意味で使われたので あ り,場 合

によつては国際 司法裁判所 への提訴 を も含んでいた。

委員 会は海岸か らの大陸棚の最大限及び最小限の限界 の決定 につ いて委員会

がそれ を回避 した理 由 を述べ てい る。 それによれば委員 会はそのいつれの限界

にっいて も,そ れ を決 める ことを正 当化す るいか な る実際的必要 を も確認す る

ことがで きなかつたか らで あるとい う。 事実委員会 は当時開発が可能で あると

い うところ以外 には大陸棚の存在 を考 えていなかつ たので あるが,し か しそれ

ρは問題 を回避す るか なり安易 な方法で もあつた
。 二つ或 は数個 の大陸欄 のあ り

うべ き隣接に関 しては協定 によつて関係国は《大陣棚 の中 におけ るおのおのの

区域 の境界 を決 めなければな らない》 と別 に宣言す ることによつて委員会 はま

た問題 を回避 してい る。 とにか く委員 会はいか なる一般規則 を も設 ける ことを

断念 した 。 特 に諸国の領海 の間の境界 を延長す るとい う考 え も放棄 した。それ

は この境界それ 自身が存在 しない とい う可能性が非常 に強い とい う理 由か らで

ある。 従つて委員会は最 も単純 な場合すな わ ち 両 海 岸 が 向い合つてい る場合

には,申 央線 す なわちタール ヴェッヒの採用 を推薦す るに とどまつ た。 しか もそ

の よ うな場合 で さえ海岸の形状 によつて困難が生ず るか もしれ ない とい うこと

を確認 しなが ら。 そのよ うなわけで1951年 における委員 会の態 度は控 えめで あ

つ て,す べてをはつ きりさせ るこどを避けた。

1953年 において委員 会はつ とめてよ り大胆 で あろ うとしたが,結 局前 と同様
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な回避 にたち もどる。今 度は委員会の報 告者 はそれまで欠 けていた技術的 な引

証 をつかんでい る。 それは領 海 の境界劃定 についての専 門家小委員会の報 告書

で ある。 この報告書 を基礎 に して委員会 は《隣接 してい る国の場合 に も,海 岸

が 向い合つてい る国 の場合 に もと もとその大陸棚 の境界 について適用 し うる等

距離 の原則(prineipedet'6quidistance)に 基づ く一般規則 を作成す る》 こ

とが可能で あ ると考 える。 しか しそれにつづいてす ぐに《特 殊な事情が他の限 、

界線 を正当化す るときには,こ の線 に変更が な され うる》 とつけ加 え ることを

余儀 な くされてい る。 例へば海岸 の例外的 な形 状 の場合,或 は可航 水路または

島がそれを要求 す るよ うな場合で あ る。 ここで再び最初の不確定の中 に落ち こ

んで しま う。 委員会 によつて この よ うな弾力性が認 め られた とい うことは結局

実際 には1951年 の ときよ り以上 に規 則が存在 していない よ うな もので ある。 更

に次 のよ うな点では事情 は一層悪 くなつてい る。 す なわち1953年 においては委

員会 は この問題 に関す る紛争を決 定的にかつ 合理的 に解決す るための衡平 と善

に基づ く仲裁裁判 を用意す る ことが必要で あ ると考 えず,そ れを伸裁手続 の共

通法 に移付す るにとどまつてび るとい う点。 更 に この ことを主張す る ことは少

々残酷か もしれないが,1953年 には新 しい提案が な された とはいえ,こ の第二

回 目の試 みは第一回 目と同様不完全 の ままで あるとい うことをいつてお く必要

が あ る。 その証拠 は領 海に関す る上記 の専門家小委員会の報 告書 に対 して国際

法 委員 会 によつてな され た討議 の議事録 をみれば明 らか な ことで あるが,提 案

された等距離線 とい うのは実際には領海 の基線 間の等距離線 なので あつて,そ

のよ うな解決 は結局架空な ものなので あ る。 とい うのは委員会は その基線 の図

引及 びそれか ら生ず る結果 について一致 に到達 すべ く魑 しい数 の会議 を重ねた

のだが,遂 に一致 に到 らなかつ た,そ こでわれわれは1930年 ヘーグにおいて続

け られた法典編纂会議 の と きと相変 らず同 じ地点 にい るわけだか らで ある。

従つ てそれ 自身議論 の余地 の ある,ま た現 に議論 されてい る大陸棚の地質学

的観念は,大 陸棚 の法律上 の定義 に対 して も,ま た大陸棚 の境界 の決定 に対 し

て も基礎 を与 え うる ものではない と考 えぎるを えないだろ う。

/

海床と下層土の不可能な屋別について
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ここで は海床 と下層土 を区別す る ことの不可能 な ことが強調 される。

委員会 によつて認め られた概 念によれば,大 陸棚 は同時 に海床 と底土或 は下

層 土 を,す なわち大陸棚 の表面 とその申 に鉱床が存在す るか もしれない深層 と

を含む ことにな る。 大陸棚の概念 に この両者 を含 ませ るとい うことについて人

はた め らうか もしれない,事 実委員会 も最初はため らつたので あつて,委 員 会の

若 干の メンバ ーは海床すなわ ち大陸棚の表面 に対 してむ しろ公物性(carac七6re

dedomainePllblic)を 保持す ることを選んでいたよ うだ つた。実際大陸棚の

表 面 は漁業(引 き網)の たあに利用 され るし,牡 蠣 のよ うに動か ない魚類 に対

して も,ま た動 く魚類 に対 して も棲息地 を提供す る ものだ し,若 干の大 陸棚の

表 面 は魚類 の繁 殖の場,と きには繁 殖の世界的中心 に きえなつ てい る場合が あ

る。 また海床は海底電線,送 油管,ま たおそ らくは運輸 交通の他 の新 しい方式

マ)欠くべか らざる台で もある。 しか しだ か らといつて海床 を下層土か ら区別 し

よ うとすれば,一 体 下層土 か ら区別 され る海床 その もの に対 して どれだ けの厚

さを認 め るのか。 砂の層の と き,或 は岩石の 多い底 の ときそれに応 じて何セ ン

チ メー トルなのか,或 は何 メー トル なのか。下層土の法制度 と海床の法制度 をい

か にして区別す るの か。 海床 と下層土 を区別す ることは不可能 で ある。ま た海

水 との 関係 についてい えばも し海床 の専有 を許す な らば,海 水の 自由なる利用

を維持す ることは不可能 にな る。 それほ ど海水 と海床 とは結 びついて いる もの

だ とい うことは わか りきつた ことではないだろ うか。 海水,海 床,下 層土 と区

別 す る この重 な る三つの法制 度の累積は全 く非現実的 なよ うに思 はれ る。 今問

題 にしてい るの は海床 と下層土 を同時 に含む大陸棚 の制度 と海水の制 度 とで あ

るが,こ の二つ の制 度 もまた同様 に非現実的で ある と考 える。その海床及 び下

層土 の単一性(uni七 の 及 び 自由は法律上か らもまた事実上か らも免 れ えな い

もの になつてい る。 しカ)しそれに も拘 らず この海,海 床,下 層土 の単一性及 び

自由が危険 に瀕す る ことはさけが たい ことだ ろ う。

大陸棚の法制度の矛盾と結果

ここにおいては大陸棚の法制度の矛盾,特 に トルーマン宣言の申 にみ られ る

矛盾 を指 摘 し,そ のよ うな矛盾 を含んだ出発が どのよ うな結果へ と進 んで いつ
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たか,ま た1951年 において国際法委員会は,こ の問題 に対 して どの よ うな態度

を とつたかが述べ られてい る。

伝統的 な海法 と真 向か ら対 立す るアメリカ政府の明白なため らいは,ト ル ー

マ ン大統領がその宣言の申 において同宣言が含んで い る公海 自由 との抵触 をで

きる限 り最少 限に とどめよ うと努 めてい る事実か らうかがわれ る。 す なわ ち ト

ル ーマ ン大統領 は主権 を要求せ ず,大 陸棚 に対 す る全 体的管理権 さえ も要求 し

な い,た だ単に鉱床の所有権(propri6七6)と それが開発 され る場 合 にその鉱

床の管理権 を要求 してい るだ けで ある。 しかしなが らこの よ うな主張 は法律的

にいつて不確 実で ある。 国家は主権 を有 していない財産 に対 して ど うして所有

権 を要求 し うるか。 国家がその利益 の 管 理 を行 つ てい る団体の所有地 ではな

く,人 類 の団体 の所有地で ある ところの ものに対 して,国 家は ど うして何 等か

の権限 を自己の ために留保 し うるか。 国 家は先 占 していない土地 に対 して何等

かの時敷取得 を主 張 し うるか。 またその場所 もし らず,そ の存在 さえ も疑 わ し

い ところの資源に対 して先買権 を主張 しまたは撰択権を留保 し うるか。 以上の

ことを考 えていない。 結局の と ころその主張が 目ぎしてい るのは事実所有権で

ヒ

な な く,主 権 なの で ある。その上 この主張 は誤 つた仮定 の上 に立 つてい る。す

なわち数世紀来公海の地面及 び下層土で ある大陸棚 は公海の性質 を享有 してお

り,公 海 とと もに共有物regcommunisの 性質 を分有 して い るこζが認め ら

れてい るの に,こ の主張はそれ とは反対 に大陸棚が最初 の先 占者によつて専有

し うる無主物resnulliusで あるとみな されてい る とい うことを仮定 してい

る。 ●

所有権論には仮 りにそ こに偽善 をみ る ことを きしひか え るとして も,言 葉の

言い愕 りが含 まれてい る。 ワシン トンの航 跡をた どることか ら出発 し,目 標 に

向つて直進 した大部分の政府が直 ちにそ れを包含 して しまつ たよ うに,問 題 な

の はま さに主権 なので ある。海棚 に対 す る主 権が問題 なので あ る。何故 な ら存

在 し うべ き鉱床 に対 す る所有権 に到達す るためには,ま ず海棚 を探査 しなけれ

ば な らず,海 棚全体 を踏査 しなければな らず,そ の開発 を自国人以外の もの に

禁止 しなければ な らず,海 床 の調和 をか き乱 さねば な らないか らで ある。 その

よ うな ことが まさに排他的主権 の とる態度で ある。 従 つて他の諸 国の主張が懸
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念 の地帯 を一足 とびに とび こして著 しい国家的 権 限を直ちに要求 す ることにな

つ たのは避 けが たい ことで あっ た。

国際法委員会 もまたアメ リカの宣言 と主権の要求 との間 に は曖昧な もの しか

存 在 してい郁 ・とい うことを了解せ ぎ るをえなかつた。1951年 において委員会

は プ ラグマティックな概 念か ら出発 した。 そ こで海棚において開発の産業的企図

が実現 きれない よ うな ところは どこで も共有物rescommunisと して残 るだ

'ろうとい うことを論理的 には期待す ることがで きた
。第1条 の註釈(第5項)は ,

次 のよ うにいつてい る。 《大陸棚の開発が不可能で あるところの地 域は大陸棚

か ら除かれ る》。 この よ うに開発可能 とい う基準 を設 けて,そ れに該 当 しない

地域 をい わゆ る大陸棚か ら除外 して い くわけで あるが,そ の ことは確 かに論理

的 な ことには違いなかつ た,し か しそれは実行 され えない ことで もあつ た。そ

してそ うす ることがか えつて この新 しい観念の不 明確 さを目立 たせたので あつ

て,結 局はその観念 を破填 にまでおいやる結果 になつて しまつ た 、

また1951年 草案の第2条 は下心の放棄 を示 してい る。 す なわ ち《沿岸国によ

り管理 と管轄の行使》 が許 され るの は大陸棚その もの,す なわち下層土 と海床

で あ り,事 実上 はそれの完全 な併合 になつて しま うのだが,し か しなお も主権

的専有 を宣言す る ことをため らつてい る。 それは大陸棚の探査及 び鉱物資源 の

開発 とい う《特 殊な》 目的においてのみ,沿 岸 国の権利が認 め られ るか らで あ

る。 この よ うに第2条 は明 らか に制 限的で あ る。註釈 はそ れを強調 してい る。

す なわ ち《本条 は海床 と下層土の天然資源の 開発及 び探査 とは無関係 に行使 さ

れ る管理及 び管轄 を除外す る。 ・・…・第2条 は大陸棚の海底地 域に対す る沿岸国

の主 権 についてのいかな るほの めか しを もさけている。 沿岸国 によつ て行使 き

れ る管理及 び管轄 は,専 ら探査 と開発 を目的 として いる もので あ るか ら,国 家

によ りその領土及び領海 に対 して行使 され る総括 的 権限 とそれを同一 の立場 に

位 置づ ける ことはで きない》。

主権の観念の内容 について あらさが し をす る ことは本研究の問題外の ことだ

が,委 員会 が この観念は法律技術的 に・一つのはつ き りした意味 を含んでい る と

みてい ることに注意すべ きで ある。 す なわ ちそれは実定国際法によつ て国 家の

政府 にだけ認 め られてい る もろ もろの権限の総括的 な束の意味で あ る。 従つて

埴
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報 告がいつて い るよ うに《一般的権限》が問題 なので あつて,種 類 とか踏査 と

か利用 とかにおける入念に特 殊化 された何 等かの関係の申の一つの権利 を主権

とよぶ ことはで きないわけで ある。1951年 及 び1953年 の草案 は もとよ り大 陸棚

の存在の結果 として公海或 はその上空 を沿岸国が収用す る ことに対 しては 一切

注意深 く制 限 してい る。第3条 及 び第4条 は断言的で あ り,ま たその註釈 もそ

れを明確に してい る。 す なわち《 第2条 によつて明示 きれてい る制限 された目

的に対す る管轄及 び管理 は・上部水域及 びその上 に ある空域 に拡張 されえない.

ことを極 めてはつ き りと示 してい る》。

勝 ち 誇 つ た 主 権
■

ここでは前項で述べ た如 く国際法委員 会が1951年 に採択 した非常 につつま し

やかな観念が1953年 において主 権観念 にお きかえ られた こと,も しこの大 陸棚r

主 権の原則が行われ るとす ればその結果 として 海洋の 自由に どの よ うな影響が

現 われ るか,そ れを定着漁業の問題 と上部水域 の利用について述べ,後 者 を更

に航行 と漁業の問題 にわけて論 じてい る。 そ して特 に漁場 に関 して作 られた国

際法委員会の草案に光 をあて,そ こに問題解決への一つの望 ま しい方向 を認め

よ うとしている。

大陸棚の天然資源す なわち単 に最 初の アメ リカの主張がその所有 にだ け甘ん

じてい た鉱床だけで な く,海 床及 び下層土のす べ て の 資 源 の 開発い と うこと

が,国 家がその陸地領域に対 して もつ権利 と根本的 に異 るもので あ るとい うよ

うな ことは あ りえない。 大陸棚 の踏査 に関 してはなお さ らの ことで ある。従 つ

て国際法委員会が1951年 において採用 した非現実 的な法構成 は到底熟慮 された

吟味 に堪 え うる ものではなかつた。 そ こで国際法委員会 によ り1951年 において

採 択 された極 めてつつ ましやかな観念が 主権観念 にお きか え られ るとい うこと

は さけがたい ことだつ たので ある。 またそ うす る ことが 間違 いな く諸国政府 か

ら好遇 され ることで もあつた。 か くして国際法委員会は1953年 において,諸 国
し

政府 の意見書の圧 力,ま た委員会 をして政治的現実 を直接に或は間接 に認 めさ

せ よ うとした圧力 に対 して殆 ん ど抵抗 を示 さなかつた。

しか し第五会期 の報告は次 のよ うに主張 してい る。 《諸国政府 か ら寄せ られ
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た回答 と学者及 び学会か ら表明 され た意 見》 を斜酌 しなが らも,《 委員会 は19

51年 にお いて暫定的 に承認 きれた諸条文が よつて 立ρ本質的な諸原則に対 して

は依然 として忠実 》 で ある。 これは明 らかに 自家撞着で ある。 その変貌 は明白

で ある。 すなわ ち新 し く起草 された第2条 は次の よ うに うたつてい る。《沿岸

国は大 陸棚 に対 し,そ の天然資源 の探査及 び開発 のために主権的権利(droi七s

souverains)を 行使す る》。なお さ ら曖昧な この言葉づかいは主権 の反 対 者 に

対 して と同じよ うに主 権の賛成者 に対 して も満足 を与 えよ うとしてい る。 しか

も依然 として制 限的で ある。 大陸棚 の上部水域 と大気の 自由Q原 則 の維持は肯

定 されてい るが,し か し沿岸 国に認 め られ る権利は,《 大陸棚の天然資源 の開

発 に必要 で あるところのすべての権利一-十 全 の管理,開 発 と探査 を沿岸 国 と

その国民 に留保す る権利,侵 害 の抑圧 に関連 して裁判管轄一 を網羅す る》 こ

とを明 らか に してい る。 このよ うな国家的権限 と海洋 自由 との両立 は疑 わしい

よ うで ある。

.1951年 の草案 にあつた《鉱物資源 》 とい う言葉 を《天然資源》 とい う言葉 に

が えた ことによつてす ぐに《定着 漁場 》 の古 い観念 の混乱がお こる。制 限的 な

古典的観念は歴 史的 に根拠が あ り周 く知 られてい る数少 い定着漁場 をそ うよん

でいた にす ぎなか つた。 海底の専有 の可能性 につい てセシル ・バース ト卿が最

初 に展 開 した論旨(後 に彼 自身によつて放棄 された)に 対 して,最 も権威 ある

国際法学 者達は反対 していた。 ところが委員会 は《永久 に海床 に付着 してい る

天然資源 》 については,《 沿岸国の もつすべての権利は排他的 にそれ に及 ぶで

あろ う》 とい うことを認 めてい る。た しかに1953年 の委員会報告は,こ れ らの

権 利は《海底 に棲息す る魚(底 魚)に 対 して も,ま た海中 に棲息 してい るが時

として海底 にその棲息地 を もつか,或 は海底 において産卵す るところの他 の種

類 に対 して も及 ばない》 とはつ き り述べ てい る。 しか し新 しい制度は憐れな軟

体動物だ けを脅かす にす ぎないのだ とい うことを底魚 に納 得 させ ることは難か

しいだ ろ うと冗談半分 にいわれた ものだ。 いつれ にしろ ここにおいては伝統的

意味 における定着漁場が問題 ではない ことは事実で ある。 韓告は沿岸国以外の

国 の国民の《既得権 》 に対 す る特別 な待遇 について も触 れてい るが,そ の既得

権が何 を意味す るか を示 してお らず,《 既得権 の場合は別 として,沿 岸 国のぞ
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の大 陸棚 に対す る主権的権利 はまた定着漁場 に も及 ぶ》 と述べ てい るこ とか ら

も,こ こでいわれ る定着漁場の観念 は伝統的意味のそれを問題 としていない こ

とは明白で ある。 従つて1953年 の概念 も1951年 の概 念 と同様 で ある。1951年 草

案 においては広 い意味におけ る定着漁場に対 して数 力条が与 え られてい た。 し

か し1953年 においては海 の資源 に関す る諸 条の中 に定着漁場 を扱 つた規定 を存

続 させ ることが必要で あるとは考 えなかつた。 この脱漏 は遺憾 な もので あ りま

た疑問 を残 す もので あると考 えてい る若干 の学者 もい る。委員会 はまた次 の よ

うな場合 を考慮す る必要を考 えなかつた。 す なわち《大陸棚の外において定着

漁場 の開発が可能で あるよ うなそ れほど深 くない 地域が あるか もしれない とい

う場 合》。 その可能性は《 まだ あま りに理論的 にす ぎる》 とい うのが委員会 の

考 えで ある。 しか し理論的 にいつて この場合 の可能性が,200メ ー トル に及ぶ

深 さの大陸棚の開発の可能性に くらべて よ り少 い とい えるだろ うか 。 そ うだ と

は思わない。 而 してむ しろその点 に現行法を放棄 した場合 にあ らわれて くるい

ろいろな問題 を整理 しよ うとす るときにわれわれがぶつか る困難 の表 れがみ ら

れ るので ある。

国際法委員会 のい う定着漁場 の概 念が上述 の如 きもので あ り,大 陸棚に対 す

る沿岸国の主権的権利はまた定着漁場 に も及 ぶ とす るな らば,定 着漁場開発 に

関す る第三者の漁業権 は脅か され ることにな る。 しか し大 陸棚主 権の もた らす

影響 は単 にそれのみ にとどま らない。 上部水 域の利用すなわ ちそ こにおけ るす

べ ての種類 の漁業及 びその一般的利用 さえ もそれによつて脅か される ことにな

る。

大陸棚主 権の賛 同者達は,沿 岸 国の主権 の このよ うな拡張 は公海の使用 に対

して現 実の障害 とはな らないで あろ うと主 張す る。 しか しここで現在 と将 来 と

を区別 して考 えてみ る必要が ある。 現状 においては,而 してそれを適 用す るこ

とがまだ疑 わし くかつ理論的 に も制 限 されてい るよ うな一つの規 則 を問題 どし

てい る限 りは,伝 統的に 自由の規則 の中 に表現 されて きた一般 的利益 は重大 な

脅威 を少 くとも直接 には うけないか もしれない し,ま たおそ らくそ うだろ う。

しか し もし敢 えてな され る主 権の制度 の もとにおいて大陸棚の開発 は その烈 し

さを増 し,そ の敷用 を証 明す るに違 いない もの な らば一 もしそ うでない とし
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た ら現右制度の顛倒 は一体何 に役立つのか一 やがてそれ とは別な ことにな る

か もしれない。 そ こで沿岸国の海底開発 を領海 の下層土の外に拡 げ,公 海の下

層土 の中 に延長す ることを沿岸国 に許す ことの可能性 について検 討 し得 たで あ

ろ う。 この方法 な らば実際海床 の制度及 び 自由海 の制度 を尊重 しなが ら,新 し

い概念が ひ きお こすか もしれない不都合 をさけ うるだ ろ う。 しか し現 に検討 さ

れて い る開発 とい うのはその出発点 を 自由海 の申 に もつてい る。 自由海 におい

て海面上 の施 設を要求 し,特 に杭 の構築によつて公海 を妨害 し,つ ま りは開発

用 の坑道及 び トンネルの設定 にまで到 ることによつて下層土 の制度 をひつ く り

か えす,そ うい う開発で ある。坑道 とか トンネル を企て る ことは燈 台の場合 と

同様 に,そ の一般的利益 の用途 と交通 の強化及 び安全 に もた らす便益の理 由に

よつて正 当で あつて抗議 を うけ る ものではない とい うことが知 られてい る。 し

か しここでは問題は別で ある。 海棚の垂直 的開発 とい う概 念は今いつ たよ うな

公平無 私な 目的 とは少 しも共通な ところはない。 そ れは何 よ りもまつ利己主義

的 な目的 によつて導か れ る儲 け主 義的 な開発が問題 なので ある。従つて海面上

及び海床上 に増加 され る開発用施設 は永久に公海 の自由 なる利 用 を危 くす るも

の とな るだ ろ う。

国 際法委員会 は大陸棚主権 の原則 と海洋 の 自由 との釣合いを維持す るために

上部水域の制度 に対 して も,空 域の制度 に対 して もま た海床 の地位 に対 して

も打撃 を与 えない よ うに努力 したよ うで ある(3条,4条,5条,6条 引用)。 しか

し これ らの条文 は一見安心 を与 え るよ うで あるが決 して そ うではな く,そ こに

は根拠 な き断定以外の何 もの も存在 しない。 委員会報 告において明 らかなよ う

に結局海 の利用に対 して障害が もた らされ ざるを えない ことは否定 しえない。

従つ て委員会 のその よ うな問題 の考 え方 は海洋 自由の原則 を大陸棚主権 の原則

の犠牲に供 す るもので ある。 而 して大 陸棚 に対す る主権 の行使 は制度の均衡 を

全 く破壊 す る ものであ る 。

そ こで鉱床 の踏査 と利用の ため海面 上に移 しい数 の 施設が上部水域に設 け ら

れ,開 発が行われ る時代 を仮 定 して,そ こにわれわれをおいて,海 洋の 自由が

まだ残 つてい るだろ うか を考 えてみよ う。

自由航行 は ど うな るだ ろ うか。 勿論現在 で も他の船,霧,漂 流物,暗 礁,氷
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仙 等の障害物 との遭 遇 を考慮 しなければな らない。 しか しこれ らの障害 は大 陸

棚上部水域の施設の よ うに限 られた場所 にかたまつてはいない。 そ れによる航

路変更 は例外的で あるのに反 し,上 部水 域においてはそれは不断の こと,あ た

りま えの ζとで あ り,そ して何 よ りも沿岸国 によ る監視 を うけ る ことにな る。

領 海 におけ る取締 と同様 な取締の行使 を沿岸 国によつてな され るだろ う。 そ こ

に海洋 自由の尊重が あ りうるか。 更 にその監視,取 締が大陸棚上空 の飛 行機 に

よつ て行 われればよ り敷果的 とな らないか。 沿岸 国の飛行機によ るそのよ うな

監視,情 報,通 告活動 が,自 国の旗 の自由の確保 を念願 す る国 々をして空域 に

欄 す る対抗措置 を とるに至 らせ る危険 はない ものだろ うか。 それが《将 来》の

こ とで あるとはい え,こ の可能性が注意をひかなかつ た こと,大 陸棚 に対 す る

主 権 と領 海 に対す る主 権の親類関係 を強調 しなかつた ことは 不 思 議 に 思 わ れ

る 。

委員会は草案6条2項 の規定(引 用)で 満足 してい る。 その最後 の部分 は大'

謹 棚 の水域 にお け る航行 の完全な 自由が消滅 して しま うか もし れない とい う前

述 の気づか いを証拠立ててい るよ うだ。6条 のつ づ く諸項 もこの気づか いを一

掃す るに役立たない。第3項(引 用)は 学説 的,理 論 的性質 によつて ごまか し

てい る。 委員会 は この条(6条)を 設 ける ことによつて,理 論的 には大 陸棚 の

上部水域 は原則 として領海で はない と思 わせ よ うとした らしい。 その水域 がた

とえ実際 には管理水域 で あるとして も,一 体そ れは如何 なる利益 を航行に対 し

もtcら す のか。 ただ第4項 は施設 を告知 する義務,信 号の永久的手段保 持の義

務 を述べ て,こ の草案 の最 も明白な最 も現実的な規 定で ある こ と を注 意 し よ

う。

大陸棚 の主権が漁業に対 して ひきお こす障害 について は強調す る ことは容易

な ことだ 。 条約 の実際が資源澗渇に対す る不充分 な救済法 にしかす ぎなかつ た

こと,及 び魚は沿岸水域 において繁殖 し漁業 もその水 域で行 うのが好都合で あ

る こと,こ の二つ の点か ら大陸棚 の上部水 域の所有は絶滅 を敷果的 に救済す る

性 質 の ものか もしれない。 ただ し政府行為が公の利益 の申 において行 われる こ

とを,ま た特許権者の貧欲 の有敷 な監視が政府行為に よつて行 われる ことを信

頼 し うればで ある。 しか し施設そ の もの と同様施 設に対す る《必要な》作 業 も
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魚 を逃 げさせ るおそれが ある。 いつれにせ よ魚礁撹乱はい うに及 ばず魚卵,プ

ラ ンク トン破壊 に到 るよ うな一定 の踏査,地 質調査の方法は禁 止さるべ きで あ

る。'

この種 の禁止 さるべ き行為に対す る敷 果的な唯一の予防的救済法 は,国 際的

規則及 び超 国家的監視組織の設立で あるとわれわれは考 える。 国際法委員会 も

一時 この解決方向へ向つ た。 公海 にお ける漁場 について1951年 に作成 された3

力条一1953年 存ke-一 で ある。 すなわ ち自国民 のみがその公海 の漁業に従事

している国は,そ こにおけ る漁業の規制 を行 い,そ の適 用 を 監 視 す べ きで あ

る。数 力国の漁業者が 関係 している場合には,そ の規制 は一致 によつてな さる

べ きで ある。 なお海岸が100マ イル以 内に あるすべての沿岸国は,自 国民 がそ

の区域 の漁場 の開発 に参加 していな ぐて も この規制 に参加 す る権利 を もつ。 さ

らに国運 の枠 内で創設 され る国際機構すなわち専 門機関が ・ 各関係 国か らの請

求 に基づいて,採 用 きれた規 則を国籍 の如何 を問わず漁 業者 に対 して課 すべ く

干渉す るための権 限を もつべ きで ある。以上の よ うな内容で ある。 ここにおい

て は委員会 の歩 みは順調だ。 す なわち海洋 自由の原則が大陸棚主 権の原則 を凌

駕 し,明 らか にそれを制 限 している(こ の点 は後 に再 び とりあげる)。 開発へ

の参加 の有無 に拘 らず規制 され る区域か ら100マ イル或 はそれ以 内に 海岸 を有

する国 々の干渉 のために設 け られた余地 を注意すべ きだ。 紛争の解決 も仲裁裁

判への上訴で はな く超国家機 関の干渉 である ことを強調 しよ う。

最後に送油管 による油の漏洩 の問題 が ある。 施 設の存在はそれによつて或 る

種の漁業方 法の使用 を不 可能 に させ るが,ま た施 設 の 存 在 は送油管を要求 す

る。 送油管の存在 は上部水域 における油の漏 洩 とい う重 要 な問題 をひ きお こ

す 。 この危険 は今 までで も石 油船によつてお こされていた。 しか し時な らぬ穿

盤,管 の破裂,船 鎗 甲板上の積換 等によ りその危険 が当然増大す る ことは否定

し得 ないだ ろ う。

以上列挙 した大 陸棚主権の原則 の もた らす踏査及 び開発 の不都合は,人 類団

体 のため と主 張 される疑わしい利益 をはるかに越 えてい るよ うに思われる。

大陸棚の概念は賢定法にその基礎を求めうるか

臥
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こ こで は一方 的 宣言 の 国際 法 上 の敷 力 の 問題 が 述べ られ る。

国 内法 の中 に大 陸棚 の観 念 を と り入 れた若 干 の政 府 は善 意 ま 些 は悪 意 に,大

陸棚 の概 念 は実 定 法 にそ の基礎 を求 め うる こ とを主 張 してい るが,そ れ は誤 り

で あ りその論証 は容易で ある。 最 も法外な主張 をしてい る政府 は・大陸棚上 の

主 権は まだ形式 の定ま らない実定法 を既に構成 してい る,何 故 な ら大陸棚 は太

古か ら領土 の一部 をなしていたか ら,と い う考 えに立つ てい るが,こ ん なで た

らめな主張 には と りあわ登い ことにしよ う。

問題 は最近 とみ に募つて きた主張 の如 き一方 的主 張が,国 際法上規範的敷力

を もち うるか,ま た現行法 を変更 し うるか とい うことで ある。 すべての学者 は

一致 して否定 してい る。 国際法委員会の委員長 も第5会 期 においてた め ら うこ

とな く否定 した し,何 の異議 もお こらなかつた。セ シル ・バース ト卿は二 番 目

の論文で実定法 に対 す る一方的主張 の弱 さを疑つて いない。 ロン ドン及 び ワシ

ン トン政府の南米諸国に よる領 海の不当な拡張 に対 す る抗議 もこの基礎に立つ

てい る。 フランス政府 も領 海 の一方的拡張に対 して反対 を表 明す るに躊躇 しな

かつた。 すなわち南米諸国の主張 に関す るイギ リスの問合せ の覚書 に対す る フ

ランス外務省の 回答(引 用)は,《 いか なる国 も一方的宣言 によつて主権 を公

海上に拡 げる ことはで きない》旨 を強調 してい る。

一方 的宣言 は国際法 において無敷で あるとい う原則を容認す る ことになつた

二つの仲裁判決 の うち,一 つ は判決理 由を述べ るの に手 間 どることを必要であ

'る とさえ考 えなかつた。 もう一 つの判決 は反対 に明示 的で あ る。

二 つ の 仲 戴 裁 判

ここでは大陸棚 に関 して行 われた二つの仲裁裁判,国 際法委員 会の役 割,大

陸棚主張 の根拠 を条約法或 は慣習法の中 に求 め うるか,の 問題が述べ られてい

る。す なわち:

Ouatar及 びAbuDahbiの 二 つの事件 において問題 になつたのは,ペ ル シ

ヤ湾岸の専制 君主 によ り石油会社 に許可 きれていた君主 の領域 の広い範囲或は

その全体 に及んでい売特 許 は,領 海 の外の公海の海床及 びその下層土す なわち

大陸棚 として要求 され る海床及 びその下層土 を含 んでいた か ど うかを知 る とと
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で あつ た。 イギ リスの法律家に よつてなされたその判決 は,原 告会社 の特 許の

拡 張 の要求 を非 とし,か つ二人 の酋長 の宣言は既存 の海法 を少 し も変更 しえな

か つた し,ま た彼等の領土 を少 し も拡張 させ ることはで きなかつ たとい うもの

で あつた。特 にAbu-Dahbi`事 件 において仲裁 人 アスキス ・オブ ・ビシ。ップス

トン卿は国際法委員会 草案に既存の法の《承認》 とい う性格 を付与す る石 油開

発会社側の主張 に強 く反対 した

委員会 草案は既存の法の承認で あるとい う主張 は,そ の他の若干 の政府 一

特 に カンベ ラ政府 に よつて もとられたので,そ れは国際法委員会規程 につ

いての大 きな無知 の表 われであ ることは強調す る必要が あ る。 国際法委員 会は

いか な る国際的 な立法権 ももつていない。規程 は《委員会は国際法 の漸進的発

達及 びその法典化 を増進 させ る ことを 目的 とす る》(1条)と 述べてい るが,こ

の二つ のいつれの場合 も委員会 の手 になる条文 は決 して実定 法を構成 してい る

もの とは見倣 され えない。 委員会規程 の悪意的解釈に国際司法裁判所 が とどめ

を きす ことが望 まれ る。

国際司法裁判所規程38条 は国際法源 として条約法,慣 習法,法 の一般 原則,

補助手段 として判例及 び法学者の学説 をあげてい る。 ここで条約法 と慣習法 を

問題 とす る。

まず条約 法は大陸棚 の主張 にいかな る支持 を も与 えない。 条約法 としては イ

ギ リス ・ヴエ ネズ エラ間の1942年11月26日 の パ リア湾 の 条約が あ るだ けで あ

る。 しか しこの条約は国際法上確立 しナ'慣習原則に矛盾 す るか ら,両 調 印国 に

対 して さえいかな る価 値 も有 しない と考 え る。

次 に慣習法で あるが,慣 習 法 の形 成 に ついては既 に しば しば述べ られてい

る。 一つの慣行が単 な る慣行 であ る ことをやめて,一 つの慣習法が出現す るた

めには,そ こに法的必要信念(opiniojurisnecessitatis)が 必要で ある。大

陸棚 め場合 ・諸 宣言 は事実Qく りか えしをしてい ることは議 論の余地 のない と

ころであ るが,し か しそ こに法を成立 させ るもの として広 く承認 され る倫理す

な わち一般 的利益或は公平 を現 わす倫理 を見 出す ことは困 難であ る。 むしろそ

の逆 であ る。 勿論舞 台裏では人類の必要 に関す る口実 とか懸念 とかが顔 を出 し

てい るが,し かし支配的なのは個別的利益 の配慮,最 大限の と ころ国家的利益

璽
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の 配慮で あ る。国 家的利益 も国際法 において は個別的利益にす ぎない。

この ことは大陸棚主張の原型 となった トル ーマ ン宣言 その他 をみれば明 らか

だ。 トル ーマ ン大統 領の宣言2667号(一 部 引用)に おい て も告白 された 目的は

手持 ちや資源 の近い将来 に考 え られ る澗渇を恐 れ る石油会社 の経済的 食欲 に満

足 を与 えることでφつた。 内務長官 の年間報告(引 用)に おいて は更 に露骨 に

現 れてい る。 そ こには大陸棚 を手 に入れ ることが アメ リカに とつていかに利益

で あ り,い かに安 くつ き,い か にたやすい ことで あるかが述べ られてい る。 ア

メ リカの隣接諸国がそれにつづいてわれ先に と大陸棚の 主張 を行つたの も宜 な

るかなで ある。 その間の事情 はチ リの大統領 宣言(一 部 引用)を みれば明 らか

だ。 これ らの ことか ら大陸棚 とい う新 しい概念 が,一 般 的利益,相 互信頼,集

団的安全の考察の基礎 とな るにはいか に不適 当で あるかがわか る。 そ こに法 と

して認 め られた慣行 をみ る ことは困難で あ る。 それ ら一方的行為は外交官の不

可侵 とか交通の 自由の よ うな大慣習の如 く一つの普辺的 な法的枠の申 に整理 さ

れていない。 それ ら一方的行為は国内法秩序の中 でな されてい るので あつて,

国際法秩序の中 でで はない。 国家の 利益のた めに権利 を創設 しよ うとす る意 志

表示者た る国家の一方的法律行為は,そ の意志表示 によつて国家が国際法上従

前 か ら存す る法律規則の申 に あるときにのみ敷 力を生ず るので あるが,領 土外

の大陸棚 についての沿岸国の法律 的地位 を決 定す る規則は 従 来 存 在 し て い な

い。 その よ うな国際法規は存在 していなかつ たばか りか,従 来か ら存す る法規

則 は本質的 に逆 で あ る。 新 しい事実が既存 の慣習法 のLっ の進化 の徴候で あ る

か,或 はその慣習法の違反または侵害 にす ぎないか ど うか をしることは困難な

問題 だが,そ の慣習法 に明 らかに矛盾 す る主張 に面 す ると きは,た とえそれ に
o

少 し も違反 していない と信 じさせ るため にその慣習法を こと さち に確認す ると

い うよ うな ことが時 に行 われ るとして も,も はや躊躇は許 されない。数世紀来

の 普辺的法規則 は今 日も存在す る。 すなわちその規則は主権 を領 海の限界 に制
■

限 して い る。

さらに新 しい慣 習法規の誕生 をい うためには,法 的確信 の一致の ほかに,先

例 の連続 が一 定の条件 をそな えて いなければ な らない。 すなわ ちその社会 環境

に おけ るほぼ一般的な承認,明 示的抗議 のない こと,長 期 に わ た る時 間の継

■
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続 。 しか し これ らの条 件 は存 在 して い な い。

全員 の 同意(ConsenSUSO皿nium)と い う点 につ いて は ど うか 。今 日まで支

持 を与 え た国 の大 部 分 を構成 して い るの は アメ リカ諸 国 の グル ー プて あ る。 イ

ギ リ ス は本 国領 域 で は そ うで は ない 。 大 海国(ド イ ツ,フ ラ ンス,ス カ ンヂ ナ

ヴ ィア諸 国,ソ 連,ス ペ イ ン,イ タ リー等)は なお た め らつ て い るか,或 は意

志表 示 を して い な い。 日本 はオ ース トラ リア との 紛争 か ら明 らか に反対 だ 。 そ
ら 　

こで普辺的規範の原因 としての地域的慣習法の誕生 も肯定 しえない。

慣習法の進化が認 め られるた めには,単 に先例が 多数存在す るとい うだけで

な く,社 会的倫理の発展が《一貫》 してい る,つ ま りそれ らの先例 が同じ内容

と同 じ価値 を もつてい る,と い うのでなければな らない。 このよ うな条件 をそ

なえていてのみ,そ れ ら先例 は一般 的な同意 を集 め る機会を もつ ので ある。 と

ころが事情 は全 く別だ 。 宣言,声 明の内容 をみ れば あるものは大陸棚 を上層水

域か ら区別 してい るし,あ るものな海床 と下層 さえ主権 を主張 してい るし,ま

たあ るものは大陸棚 がないのに200マ イル の領海 を要求 しそ の公海 の土地 を大

陸棚(plateforme)と よんでい る。また国際法委員会 の見解 も変動 した。か く

して大陸棚 の要求 は禁制品 を保護す る一種の国旗の よ うな もの とな る。 そ こで

以上 の結論 として次 のよ うにい うことがで きる。 大陸棚 に関係 した一方的行為

の くりか えしは,慣 習法の発端 として も全 く考 えられないだ ろ う。

従 つて既存のいかな る法源 も大陸棚 に《法的根拠 》 を提供 しない とい うこと

にな る。

大陸棚 につ きま とう紛箏の危険 囎

●

ここで は大陸棚の新 しい観念 を採 用す る ことによつで,か へつ て紛争 の危険

が増大す るだろ うといぐ ことが一般的 にいわれてい る。 その証拠 として次 に 日

本 とオース トラ リア との紛争及 び太平洋水域 に おけ るオナシス漁船隊の事件が

述べ られ る。

日本 ・オ ー ス トラ リァ紛 争

ここではオース トラ リアにお け る真珠貝漁業 の起源か ら両国が紛争 を国際司
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法裁判所へ もちこむことを同意 す るに至 るまでの経過 と この紛争 の表 わす意味

につ いて述べて い る。

オ ース トラリア沿岸 住民はおよそ1870年 頃か ら真珠貝漁業に着手 した。 深海

へ も ぐる特 殊な能力 を有す る日本人潜水夫は 初めはオース トラ リアの会社 に傭

わ れていたが,公 海漁 業で あつ たので 日本 人は独 自の船団 を編成 して これに参

加 す るよ うになつた。1938年 頃 には 日本 船団は3800ト ン以上 を採 取 し,オ ース

トラ リア側 はわつかにその半分 にしかす ぎなかつ た。 アメ リカ市場 におけ る価

格 は下落 しオ ース トラ リア企業は補助 金にたよ る以外に殆 ん どた ちゆかな くな

つた。 オ ース トラ リア人達はバ ンク.が荒 され るの を嘆いたが,第 二次 大戦中 の

日本側の申断によつて回復 された。 平和条約調 印後再び 日本船団が現 れその結

果 は前 と殆ん ど同じ次 第で あつた。 オース トラリァ政府 は この 日本人の出現 に

スパイ行為の嫌疑 をかけた。 平和条約 第9条 に よつて両国間の漁業交渉は1952

年4月 カ ンベ ラにおいて開始 された。8月 オ ・一ス トラ リア側の行為 のために決

裂 した。 オ ース トラ リア政府 は国際法委員会報 を有 利 に利用 し,そ れが実定法

の価値 を もつてい るもの と解釈 し1953年9月17日 オース トラ リア総督はオ ース

トラ リフ大 陸及 び全 従属領域 の大陸棚 に対 し主権 を要求す る宣言を発 した。 勿

論 この大陸棚 の主権 は《 オース トラリア水域 》 にあ るすべ ての定着真珠貝漁場

の 自由な規定の権利を も含んでいた。 それ以前 すでに1952年 以来漁場 の規制及

び管理 に関す る一つ の制度が あつた。 しか しそれはオース トラ リアの航海者及

び漁業者 に適用 されたにす ぎなかつた。1953年9月19日 の新 しい法律は この制

度 をすべ ての外国人に ひろげた。 《 オース トラ リア水域》は全大陸棚 をおおつ

た。 そ して 日本人は アラ フラ海 とよば れ る一区域 においてのみ漁業を許可 され

た。 平和条約第9条 によ る交渉挫折ののち,1954年2月19日 の覚書 の交換 によ

り,紛 争 を国際司法裁判所 に もちこむ ことが同意 された。判 決決定 までの暫定

的制度 について両国の一致 をみたな らば とい う条件 で。 以上が経 過の概 要であ

る。

この事件はわれわれに とつて意 味があ る。 不幸 に も大陸棚 の法的な成熟 に到

るな らば,ど のよ うな万 向において大陸棚 の利用が出現す るか を示 してい る。'

すなわち沿岸国に よる海の資源の独 占或 は準独 占,厄 介な競争か ら解放 され る
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ための措置,ス パ イ行為 の偏見,警 察及び安全 の 目的のための施設 の活用 。

オース トラ リア政府当局が委員 会草案 を慎重に検討 しなかつ た一つ の点が あ

る。 それは既得 権 についてで ある。真珠貝 バ ンクの開発が四分 の三世紀以上前

か ら国家産業の一つであつ た とい う事実か らオース トラリア漁業者 のための一・

種 の取得時敷が尊重 された。 しかし 日本人 も同様 に定着漁業に参加す るための

既得権 を要求 し えなかつ たか。 国際法委員会 の事業は少 くと も次 の ことを考 え

る ことを許す。 すなわち既得権が存在す るな らば,そ れぞれの国はそれを要求

す ることがで きる。 委員会報告は次 の ことを認 め る。す なわち公海 において大

陸槻上 に定着漁場 を有 す る国 は,以 前 に 第 三 国 国 民にその開発 を許した とき

は,も はやその独 占を要求 しえない。《 それぞれの権 利に関す るすべて の衝 突

は,外 国人 の権利の尊重 を保障 してい る国際法 の規則に従 うべ きで あ る》。 従

つ て この点 について委員会 草案はオース トラ リアによつて一方的 に解釈 されて

い るよ うで あ る。 大陸棚の所有者で あ るいつれ の国家 もオース トラ リアと同じ

よ うな行動 を とることに な るだ ろ う。

オ ナ シ ス 事 件

こ こで は オ ナシ ス事 件 はい か に して 現 れ るに至 つ たか,こ の 事件 は何 を意 味

す るか につ い て述 べ て い る。

オ ナシ ス事 件 は 日本 ・ズ ー ス トラ リア紛 争 よ りもな お 一 層 大 陸棚 の新 しい観

念 が ひ きお こす で あろ う,ま た既 に ひ き お こ し て い る 結 果 の 明 白な証 明 で あ

る。

1947年8月1日 の ペル ー大 統 領 布 告 は そ の前 文 の申 で 次 の よ うな こと をいつ

て い る。 漁業 資 源 一一 そ れ は単 に住 民 の ためだ けで な く,グ ワノの生産 者 た る

鳥 に魚 餌 を得 きせ るた め一 一及 び《大 陸 外縁 》海(mer《6pi-continentale》)

とそ の《 台 》(《plate-forme》)の 天 然 資 源 を保 持す る こ とは 国 家 に とつ て

必 要 で あ る。 従 つ て水深 の如 何 を問 わず 海及 び 下層 土 に 対 し 《主 権 及 び 管 理

権 》 を要求 す る。 また管理 区 域 の境 界線 を ひ く権 利及 び 庸況 に よ りそ れ を変更

す る権 利 も要求 す る。 境界線 は暫 定的 に海 岸 か ら.200カ イ リに ひかれ る。 自由.

航 行 に は影 響 を与 え ないが,そ こに お け る漁 業 の排 他 的規 則及 び独 占 を含 む。
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ペ ル海岸 に おい て大 陸 棚 とい え る台 は,北 部 に幅70キ ロメ ー トル の ものが あ

るだ けで,そ れ が 南 下す るに従 つ て次 第 に減 じて零 にま で 達 す る。 チ リー(大

陸 棚 は きれい さつ1ま りと存 在 しない)と ヱ クア ドル及 び そ の他 若干 の国 が ペ ル 』

一 と同様 な措置を とつ た。彼 等は絶対的 な主 権を要求 したのではな く,追 求 さ

れ る目的 に限 られた ところの主 権を要求 したのだ と もいわれ る。 しか しそ れは

情況 の変化の場合 を留保す ることによつ て反対 に必要 な らぽ い くらで も拡張で

きるとい う解釈 を要求 してい る ともい える。 そ こで問題 なのは隣接 海域 に対 す

る勝手な決定 の権利 なのである。

従つて ここに現行法の全体的拒 否が認 め られ る。 しか し彼 等に とつて は もつ

と もな言 い分が あ る。 彼等 を して ここ到 らせ た責任 はむしろ大陸棚 をでつ ちあ

げ ることによつて実定法を ひつ くりか えした政府が負 うべ きで ある。 ペルーば

次 のよ うにい う(引 用)。 下層土 と公海 の無限 なひろが りの併 合を許す 自然現 象

を誇 りうる国家のみが専 らその恩恵に浴 し,し か も地理的形状 のために,他 国

との衝 突 もな く障硯 もな く競争 もな くかつ無限の ひろが りを もつ 接続 海の申 に

お いて包蔵 されてい るはか りしれない富 を前 に徒 らに手 を撲か ぎるをえない と

い う不利 をこ うむつてい る国 々を非難す るとい うことを ど うして受け容 れ られ
エ ル ドラ ドオ

よ.うか。 科学の進歩 と人類の必要は これ らの国 々が新 しい 楽 園 にな る可能

性 を もつ ことを要求 す る。 このよ うな立論 は現行法 を相手 とす るのではな く,

大陸棚 に恵まれてい る国 々の不法 な主張に対峙 す るためにな されるの な らま こ

とに力強 い もので あ る。 いつれに して も法的考慮 は政府的利害関係 の均衡 に席

をゆつつて姿を消 してい る。

利害 関係 の衝突はその伝統的方式 をま とつて現 われ る。 す なわ ち《大国》の

圧 カ ー 弱小国の同盟 。

強国の圧力はまず抗議 の覚書 によつて表 明 された。圧 力はつづ いて外交的保

護 の伝統的方式 をま と う。オナシ ス事件が現れたのは ここであ る。

オ ナシスは石 油輸送 を放棄 して,パ ナ マ の 国 旗 の もとに捕鯨 をはじめ た。

《 ベル ー水域》におけ る捕鯨は許 されないだろ うし,船 は海上警察 によ り検査

されペル 皆の港 に連行 されるだ ろ うとい うことは予めオナシ スに とつて見越 さ

れていた。 捕鯨活動は2σ0マ イル《領域 》内 にたち入つた。彼 は もとよ り財政
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的,政 治 的二 重 の保 証 と して み られ えた ロ ン ドンの ロ イ ドに よつ て 保証 されて

い た。 外 交的干 渉 が あつ た よ うだ 。結 局 オ ナシ スの パ ナマ の弁護 士 は警 察 規 則

違 反 の た め リマの裁 判 所 に よつ て宣 告 され た300万 ドル の罰 金 を支 払つ た。

リマ政 府 は か くして 第一 番 に勝 つ た。 もはや 独 りで は な い とい う事 実 を強 く

自覚 したの か もしれ ない。 ペ ル ー の宣 言 の背 後 に南 ア メ リカ諸 国 の密集 した グ

ル ー プの 宣 言が あ る。 そ れ ばか りで は ない 。一 つ の共 通 の政 策 を とるペ ル ー ・

チ リー ・エ クア ドル 間の 同 盟が あ る。 この点 が 問題 で あ る。 同盟 は サ ンチ ヤ ゴ

の外 交会議及 び1952年8自18日 に調印 された 一連 の協 定の結果 同年 に設け られ

た 。それ らの協定 は次の ものを含ん でい る。 海域 についての共同宣言,南 太平

洋 におけ る漁業問題 に関す る共同宣言,同 水域 におけ る海上狩猟 につ いての規

則,南 太平洋 の資源の開 発及 び保存 のための常設委員会 の創設。

これ らの協定が採 用す る諸原則は《海域 につ いての共 同宣言》 の申 に述べ ら

れてお り,前 記 ペル ー大統領宣言 の とる諸原則 を きらに一層断乎 た る方 法で述

べてい る(引 用)。

そ こに《本宣 言はすべての国 の船舶 に対 す る前記水域 を通過す る無害通航 の

ために,国 際法 によ り定 め られてい る主 権及 び管轄権行使 に対 す る必要 な制 限

の否認 を意味 しない》 とい うパ ラグ ラフがつ け加 え られてい る。 これによつて

200マ イル水域 の領海 化への仕上げを行つてい る。

か くして 日本 ・スース トラ リア紛争及 び イギリス ・ペル ・一紛争は,海 国 を反

対 陣営の中 に結集 させ るおそれがあ り,ま た経済的競争 と力の不均衡 を増大 さ.

せ るおそれのある大陸棚 の観念 の危 険な弱点 をはつ きりと証拠だててい る。

大 陸 棚 と 國 連 総 會

ここでは国際法委員会草案特 に大 陸棚 の問題 に関 して,国 連総会内でみ られ

た対立 について述べてい る。 また最後 に第2部 へ 入 る前 お きが 述べ られてい'

る。

1953年 第八 総会 においで第六委員会いわゆ る法律委員会及 び総会 は,海 に関

す るすべ ての問題 は密接 に関連 してい ると考 え,ア イス ラ ン ド案 に立脚 しつ

つ,す べての関連問題 が国際法委員会 によつ て研究 され総会 に報 告 されない限
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め,公 海制度或 は領 海制度のいかな る局面 も検討 しない ことを決議 した。

と ころがやがて委員会の研究 は予想よ りも遙 かに長 び きそ うな気配 をみせ ・

特 に領海問題 についての満足 な一致 を うる ことの不 可能性が濃厚 にな り・関連

問題特 に大陸棚問題 を窮境 に陥 しいれるに至つ た。

そ こで第九 総会(1954)年 において若干 の有力な 海国特 に アメリカ及 び イギ

リスは,委 員会草案 を承認 させ る ことを急がせた よ うだ つた。 この草案 はその

次 陥に も拘 らず大陸棚 に対す る彼等 の主張 の原則 を登記済 とみなす ことを許す

ものであつた ことは周知 の ことだ 。 か くして第六委員会へ の共同決議 案(ア メ.

リカ,イ ギ リス,ベ ル ギー,オ ラ ンダ,中 国,ニ ユ ージー ラン ド)の 提 出 とな

、

つ た。

《公海制度及 び領海制度 との関連 にお ける》 大陸棚 の問題 の検討 は,遅 滞 な

く着手 されねばな らぬ,と 決議 案 には記 されてい る。署名国は次 の ことを要求

した。 この周題 は1955年 の総会 の 日程 に記入 され ること,国 際法委員 会はその

事業 を継続す る こと,そ してその事業 をで きるだけ早 く完了す る こと。

この新 しい決議 案 に反対 の第六委員会 に代表 を送つてい る大 多数 の国,特 に

南 アメ リカの密集 したグル ープは,1953年 の延期決議 を支持 した。か くして広

大 な大 陸棚 の所有か ら生ず る事実上 の地位 を確乎 たる もの としよ うとす る大 国

と公 けに討議 きれ る ことよ りはむ しろその代償 的主張 を実際に 安定 してい る も

の とみなそ うとす る他 の諸国の現状維持 の希望 との間に政治的傾 向の対立 があ

つ た。 この対立 は国際法委員 会 の最終報告の提 出を第十 一総会 とし,そ れまで

委員会 に研究に必要 な時間を与 える こと,委 員会 の最終報告 を第十一総会の仮

日程 に記入す る ことで両者の妥協 となつ た。

しか しこの総会の決定 には,果 して国際法委員 会に問題 研究のための必要 な

時 間が与 え られたか,ま た諸政府に対 して委員 会草案を検討 し意見 を提 出す る

に 必要 な猶予が与 え られてい る'かとい う疑問が残 され る。 国際法委員 会委員長

サ ン ドス トローム判事及 び委員会書記嚢 立良博士 は,総 会 に対 しその発表の申

に ユー トピアが ある ことを指 摘す るのを怠 らなかつ た。

われわれは次に国際機 関の進歩 に沿 う道 を歩みつつ一つの結果に 到達す るた

め には如何な る方法が とらるべ きか について述べ るだ ろ う。 現今 の趨 勢の外に
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もし人が《科学的》の名に値す る論 を展開 しよ うと欲 す るな らば,国 際法秩序

の(及 びすべての法秩序 の)根 本的技術 にまで,国 際法 の形態学その ものにま

で遡 らねばな らない。実 の ところ大陸棚の異教的,離 教的概念 に対 す る敵対 行

為 を命 令 し,ま た本論文 を鼓舞す る ところの ものは他のすべての考察で あるよ
ノ

りま さにか か る考 察 な ので あ る。

∬

国 際 公 物(domainepublieinternational)

の 要 素 と し て の 海

嘱

おお むね次 のよ うな論旨で ある。

公物 はすべての組織 された政治的社会の一つの本質的な法的要素で あ り,そ

の社会の存在 の試金石 で もあ る。

公物の従属物 の法的性質 はその用途か ら生ず るので あつて,そ の性質 か らで

はない。唱その従属物が実際 に所有 され うる ものであ るの否か は大 した ことでは.

な く,本 質 はそれ を整頓 してい る法規範がその専有 を禁止 してい るとい うこと

で あ る。 法規 範はそ れを万人 の利用,万 人の生活 自身 に欠 くべか らざる もの と

みてお り,そ れ を共有物 すなわ ちreScommunisと してい るか らである。

海 は数百年の間,無 主 の空 間の如 く先 占可能 な無主物resnulliusと みな き
　

,れた。グ ロチ ウスは自由海mareliberumの 勝利のために斗 い,後 にそれは.

国際法(Droitdesgens)の 構成上の一原則 となつ た。国際法は彼の立論 の根

拠 に交通権jusoommerciiを 与 え,こ の交通 に己を閉 ぎしそれに参加 しない

国家に国際的人格 を拒絶す る。 使用 の 自由の規範はか くして世界的国際社会の

存在 の暗黙 の承認 を構成す る。 それが この規範 に もた らきれ る す べ て の 攻 撃

が,国 際的公秩序 の特 に重大 な侵害 を構成す る理 由であ る。

その規則の普辺性は海域 の単 一性を もた らし,ま たその《要素 的》性質 に一・

致す る。 物理学的に も海 は一 つであ る。 しか しこの構成上 の原 則 は 国 家 的排

他主義 の抵抗 と妥協 しなけれ ばな らなかつた。 実定法におけ る《領海》に関す

る一束 の規則の存在が それで ある。領 海 を領 土 と同 一視す る ことはで きない

が海国の政府が海洋 自由の一般原則を うけいれ なが ら,他 国による この 自由の・
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さまざまな侮辱的 利用 に対 して若干 の 予防策 を とることを欲 したとい うことは

理解で きる ことで ある。

しか しこの予防の必要が《隣接》 海 の特 殊な制度 を認 め させ るとして も,海

が領土 それ 自身 と混 同 され る ことは許 されないだ ろ う。 領海 と公海 との間の 自

然的境界 を見出す ことは不 可能だ 。 そして両方 とも必然的に国際公物 の部分 を

構成 してい る。 何故 な らもし領海 の接近が 自由で なかつ た ら,海 そ れ自身 の上

におけ るいか なる可能 な航行 もあ りえないだろ うか ら。 寄 港地 や避難所 や糧食

補給 のない航 海は あ りえない。 海 の単一性 なけ れば,従 つて国通 交通 はあ りえ

ない。そ こで領 海の観念 は一つの法的擬制 一 よ りよ くいつて公海利用の補 足

的万法 一 一で ある ことは明 らかであ る。 この ことは領土主権の法制 度 と領海 の

法制度 との間の相違 をみればわか る。 それは無害通航 の観念の申に具体化 され

てい る。

領海 の一様 な共通な幅 の追求慰 常に空 しかつ た。 その理 由は海 に対 す る沿岸

国の収用 はそれが必要で あるとい う条件 でのみ正 当で あるにす きないか らで あ

る。 と ころで この必要性 はそれぞれの地理 的,地 質学的及 び歴 史的事情 とと も

に変化す る ものなのである。 ノル ウ ェー水域 の事件 において国際司法裁判所は

この見方 を確 認 したよ うで ある。 いろい ろな領海(desmersterritoriales)

が存在す るにす ぎない,そ して共通の幅員の追求 は不可能 な ことだ。各国 は自

国の領海 の一つ或 はい くつかの幅 を一方的 に きめ る,そ して この よ うな一方的

な態度はそれが合理 的であ り,ま た他国の利益 を危 くしない とき他国によつて

検 査 され,或 は《君弐認》 される。それは穏健な無政府状態で あ る。

1930年 の会議 におけ る専門家達 は接続水域 の理 論 に賛成 したが ・ この理論 は

領 海 の古典 的 な観 念 と両 立 しない もの で あつ た。 す なわ ち保護 しよ うとす るい

ろ い ろな 国 家的 利益 は,隣 接す る水 域 に対 しすべ て 同 じ広 さの収 用(emprise)

を要求 しな い。3マ イル で 充分 な場 合 もあ る し,ま た20乃 至30マ イル で も不充

分 な こと もあ るの はそ の た めで あ る。 漁 業 の保 護 に関 して は ヘ ー グの法 学 者 達

は決 して 一致 す る こ とが な かつ た 。

そ こで われ わ れ は既 に古 い アル ベ ・一ル ・ド ・ラ ・プラ デ ール 教 授 の示 唆 へ と

導 か れ る。 そ こで は領 海 の擬 制 的 観念 を,単 一 性 の申 にお い て把 え られて い る
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海 に対す る沿岸 国のために設定 され る地役の観 念にお きか える こと に到 達して

い る。 この観念 のみが共 同利用 におけ る団体(colleetivit6)の 利益 と排除的利

用におけ る沿岸 国の利益 を調和的に妥協 させ るもので あ る。

領海 の古典的制 度 と大陸 棚に関して創 り出そ うとしてい る制度 との間のア ナ

ロジイについて くどくどと述べ ることは無駄 なよ うだ 。 一つ の 擬 制 は 他 の 擬

制 をひきお こす。陸地領域 の延 長 と し て の 大 陸 棚 の 観 念 は,《 水 の領域》

(territoireaquatique)の 観念 よ りもず つといや らしい。大陸棚 の観念 は事実

殆ん ど証明で きない。 この観念 は3カ イリの観念 と同様極 めて不定で あつ て,.

また更 によ り不当であ る。 法学者達が今 日最上 の もの として大陸棚 に与 えよ う

としてい る,し か し完全 に根拠 のない公式 としての100尋 の等深線 は,い ろい

ろな領海 の全 体の共通な一つ の幅 を認 める ことが推 定上の ことで あ るのと全 く

同様 に推定上 の ものであ る。

人が もし実証主義的経験主義か ら抜 け出そ う.と努力 し・法形態学 の科学的観

点 に立 と うと努力す れば,必 ず伝統的 な考 え方 の頑迷 につ きあた る。

この考 え方 は普通入ばか りでな く学者特 に法学者 をさえ も幻惑す る権力 との

関係 において,統 治者 と被治者 との間の基本的な区別 につながつてい る。王室

の法学者 によつ て与 え られ る権カ所有者への奉仕 は既に指摘 されている。 しか

し一方 ときとして一般 の法学者には生来 の《 国民的》精神がみ られ る。 彼 等を

全体 のため の仕事の味方 へ と導 き,外 交官 とは関係のない一つの協力へ と誘 う

ものは,そ こにみ られ る一つ の型の祖国愛で あ る。

また人間社 会 における規範発生 の社会的起源 については周知 の ことであ る。

法的原始主義の面 において,法 の規則 はいろいろな型の社会的 な力をそ の基礎

に もつていた。 す なわ ち幾 人かの人 の利益,常 に少数 の特権者 の利益 であつて

一般的 利益では ない。 宣言 され る公益 は政治的便宜で あつて,特 権者は彼等 の

利益 に この公益 を同化 させ よ うとでた らめな ことをす る。 この特 権者達 には も

とよ り権カ所有者か ら恩恵を こ うむつてい る。 原始法 の規則 の この共通的性格

は ・特 に国際法或 はむしろ国家間法 において顕著で あ る。何故 な らその規範は

萌芽 において《君主 の社会》す なわ ち,支 配権に憧 れ,常 に野望 と利害の うち

あつ てい る権力者達の社会の規 範だか らであ る。 国内法 において,社 会的倫理
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すな わち最大 多数 の利益 の尊重が最 強者の意志の排他的優勢 をおしか えし,法

の規則 を社会的利益 の表現,よ り正確 には個別的利益 の裁定 に変形 し,そ して

特 権規定を均衡規定 に変 えていつ たのは一歩一歩 ゆつ く りそ うなつ ていつ たに

す ぎない。統 治者 は被治者ρ受任 者 となつた とはい え,長 い間国際関係の主人

として とどまつてい た。 モンテスキ ューは18世 紀 にそれを確かめた。そ して国

際関係におけ る君主制或は貴族制 か ら民主制へ の推移 の しるしであ る条約公開

の規 則が確立 されたのは,国 際連盟規約第18条 においてはじめてで ある。 とこ

ろが今 日において再び次の ことが みとめ られ る。 人民間の関係が非常 に強 まつ

て きた ことによつて 国際条約はその数 を増 し,そ してそ の ことは事物 の逆説的

回帰 によ り,か つての排他主義及 び国際関係に関す る専 断の大 きな部分 を再び

行政権の手 に返 して しまつたとい うこと。 す なわち簡易化 され た形式 の条約6

相 つ ぐ濫用,ま た しば しば人民 にとつ て生死 にかか わ る問題Q専 ら行政的 な決

定。

そ こで現実主義的 な実証主 義的 な法学者 は,つ くりあげ られた権力に対 して

身 を屈 め るか畏敬の念 を抱 くか,こ のいつれかの昔なが らの仕来 りに易 々とし

て引 き返 してい くとい うことを人は了解す るだ ろ う。.法学者 は この うわつつ ら

の証拠 の検証 に頼 る。 それによれば もろ もろの出来事 を打破 ろ うとす ることは

無 駄 な ことで あ り,い ろい ろ な事情 か ら演 じ え な くなつ て い る一 つ の役 訂 を国

際法秩序 に割当て よ うとす ることは無益 な ことで ある。 無 力の告白か,権 利放

棄か。 たとえ瞬野に ひと り叫ぼ うとも,学 者は決 して権利を放棄 しない ことを

使命 と して もつてい る。 彼等は次 り ことをしつ てい る。なお政府間法秩序 に と

どまつ てい る国家間法秩序 の進化は非常 に緩 漫であ るにす ぎない。 唯 一の真の

法的作因で あ る個人 に《国際法》(Droitdesgens)の 人格或は権限を授け る

とい う段 にな る と,学 説 はなお も非常 に踏ん切 りが わ るい ために。真 の《国際

法》(Droitdesgens)が それを表 現す る人間 の社 交性が実現 さ れ るの は 連

邦制度的現象によつて以 外にはまず ない。 その法制化 をお し進め ることに成功

す るのは,権 力欲に対 して根気 よ く戦 い,う や うや し くそ れを受 け容れ るとい

うよ うな ことのない場合においてのみで ある。 そ の ことを休 みな く主 張 しつづ

けねばな らぬ。
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大陸棚の主張 において,為 政者の圧力 とその と りま き連 の個別的利益 を天 秤

の一方 の皿 にのせ,も う一方 の皿 には世界的補給 の一般的利益 の口実だけ をお

か ねばな らないのだ とした ら前者は あま りに重す ぎる。 問題 は別 なのだ とい う

ことを人 は充分気づいている,そ して海洋 の 自由及 び国際貿易の 自由 とい う一

世紀 を経て きた原則 を,法 学が さほどため らう色 もな く船外に投 げ出 して しま

つ てい ることを人 は残念がつ てい る。

一 つ の 解 決 の 租 描

次の よ うな ことが述べ られてい る。

海国の一方的主張 と食欲 がひ きお こした困難な問顔 の理想的解決 を詳 細にわ

たつて組立て よ うと思 うことは明 らかに潜越だろ う。 そ こで一つ の略図 を書 い

て大部分 の学説 と違つ た一つ の方 向を提 案す る ことに とどめ よ う。

その方 法は既に国内法の技術 によつ て標柱 を打込 まれてい る。 国内法の技術

が現在 の国際法の領域の中で うけつが れ うるとは思はないが,国 際法の集成が

つづ け られ るにつ れて国際法は次 第に国内的技術に近 くなる ところうの 漸進的

連邦制度化への体 系にゆつ く りと向つてい くとわれわれは考 える。 それは超国

家の技 術で あ り,自 然権す なわち無 政府的な技術ではない ところの国際法の技

術力i最後には到 りつかねばな らぬ帰着点 であ る。

国際法委員会 は先にみた如 くこの方 向の一つ の動 きを素描 した。 漁場 につい

て であ る。 しか しそれは実際の ところ大陸棚の問題 の限 られた一つ の面 にしか

す ぎない。 限 られて はい るが,し か し最 も小 さい ものではない。 われわれが先

に述べ た紛争 が現 にそれを示 して い るよ うに。 従つて委員 会が漁場 に対 して と

つ た と同 じ原則 を ど うして大 陸棚 に適 用 しよ うとしなかつ たか充分理解で きな

い 。

委員会 が1953年 に採 択 した条文 と類似 の条文 を,1951年 に お い て 委 員 会 は

《海の資源》 とい う包 括的な見 出 しの もとに可決 していた。 われわれにとつて

この見 出 しの方が好 ましい と思 う。 定着漁場に関す る条文 もあつ た(第3条)。

もし この条文が維持 されたな らば,オ ース トラ リアの法外な主張 も緩和 された

し,カ ンベ ラ政府に よ る1953年 草案 の勝手気儘 な解釈 もきりつ め られたろ う。
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第5会 期 にお いて 委 員 会 は,前 の 草案 の調 和 に対 して もた らされ た変 化 が どの

よ うな結 果 を招 くか を充 分理 解 しなか つ た のか もしれ ない 。

1953年 の条 文 が次 の よ うな制 度 に到 達 し た とい うことを思 い 出 そ う。 自国 民

が あ る一 定 の区域 に お け る公海 漁 業 に参加 して い る国 或 は参加 しよ うとす る国
つ

々は,こ の漁業 を一致 して規制す る。一致がなければ国連 の枠内で創設 され る

個 際的権威が魚族資源の不当な開発 を防止す るために必要な規制 を行 う使命 を

もつ。 この規制 はそ の区域 におけ る漁業 に参加 してい る国或 は参加しよ うとす

る すべて の国に対 して義務的 となる。

委員会 は総会に対 して総会が この委員会 の結論 を採用 し,こ のよ うな内容 の

条約草案 を準備す るためFAOと 協議す ることを勧告 した。

と ころが大陸棚 に関 しては,1953年 の草案 は忘れつ ぽい とい うか或 はよ り臆

病 で あ る。 第8条 は次 のよ うにい う。

《 これ ら諸条 の解釈または適用について国家間に生ず ることあるべ き紛争

は,関 係 国のいずれか一方 の要請に もとついて仲裁 裁判 に委 ね らるべ きで あ

る》

従つ て大陸棚の境界 を決定 した り開発か ら生ず る無数 の困難 を裁決す る決定

釣 な役割 を もつのは裁判官だ とい うことにな る。 この ことは大陸棚 の制 度の最

終的決定 を領海 の制度がそ こで もが いてい る袋小 路の申へお しや るととだ 。80

.ほどの大陸棚が訴訟及 び判決の対 象 とな るまで,お よそ数百年間 とい うものそ

うい うことにな るだ ろ う。 これは国際裁判 権の役割が あま り肉附が よ くない と

嘆 いてい る人々を安心 させ るに足 るだ け のもので ある。

漁 幌(或 は海 の資 源)の た めにつ く られ た制 度 との本 質 的 な違 い ・ そ れは 漁

場 の制 度 が裁 判 権 の段 階(planjuridictionnel)か ら規 制 の(立 法 の)段 階

くPlanr6glementaire(169islatif))す な わ ち機 能 的 連 邦 主 義 の段 階(Plan

Iduf6d6ralismefonctionnel)へ 移 向 した とい うこ とで ある。

この進 歩 の方 式 は ま た大 陸棚 に対 して も利用す る こ とがで きるだ ろ う。 国際

機 関 は国連 の組織 内 に創 らるべ きだ ろ う。 そ してそ れは次 の よ うな任 務 を もつ

こ とに な ろ う。

a)航 行 の 自由及 び海 とい う公物(domainepublicmaritirpe)の 他 の もろ
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もろ の利 用 を保 障 す る ため に,大 陸 棚 に対 して 認 め られ る特 許 が従 わね ば な ら

ぬ諸 条件 を確 定す る こと。-

b)こ れ らの特 許 を国 家 当局 に代 つ て付 与 すべ き権 限 を有 す る国 際的 行 政 権

(auto「it6administrativeinternationale)を 自身 に設 定 す る こ と。
り

海 の公物 に対す る特許の公役務 を負 つてい るごの新 しい行政制度 は,で きる

だ け《非政治的》な方 法(fagon《d6politicis6e》)で その任務 を行 うよ うに

組織 さ るべ きだ ろ う。

抵抗の ある ことはたしかだろ う。 漁場 に関す る諸条の表決 の際,委 員会の若

干 のメンバ ーは新 しい国際機 関 の創設は 伝統 的法秩序は矛盾す ると主張 して,

この新 しい傾 向に抗議 した。 また二三の ものは大陸棚に関す る紛争の解決 に義

務的仲裁裁判 の方式 を利用 しよ うとす る規定 に対 して も,そ れが主権の極 めて

神聖な原則 に反 す るとして抗議 した。 これは とるにた らない異議 では あるが,

法形態学 の観点か らはその価値 を鄭重に認 めね ば な らない とい う意味でい きき

か価値の ある異議 の一つで もある。

国 内法の分野において,公 共土木事業の行政的特許 や単純 な落札 といつ たよ

うな場合に,行 政部 と特 許権者 との馴 れ合い をさけ る ことも,ま た政治的 な干

渉 を否定す る ことも多 くの場合不可能 な ことで ある。 そ こで吹聴 された《方 向

転換》が,連 邦主義者達 の技術 によつ てよ りよ き結果に到達す るとい うことを

ど うして思い こむ ことがで きるか。 近接 してい るとい うことか らも,地 理 か ら

いつて も,経 済的道具か らも,財 政的能力か らも当然沿岸国 に与 え らるべ きは

ず の権限を,国 家間機構へ譲渡す る ことは,事 物 自然の結果で あるところの競

争及 び政治傾 向化 を激化 させ るにす ぎない。 とい うのが他のすべての経済的分

野 にお け ると同様 この分野にお ける自由主義 の,或 はむしろ頑強 な国家的個人

主 義の よ くしられて い る反対 論で ある。

国 内秩序 の申 において も,ま た国際秩序 の申 において も,法 の規則の適用 の

政治的傾 向を排 除す ることは望み えないだ ろ うとい うことはい うまで もな い こ

とだ。国連 や大 きな専 門機関の会期の たびに 日毎見せつ け られ る光景は`目 も

く らまん ばか りで ある。 国際連盟やその専門機 関において もそ うだ つた。 しか

しそれは これ らの国際的機関が世 界の法秩序 の進歩を形 作つていない とい う意

σ
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味なのか。 また これ らの国際機関が検 討すべ き諸問題 を完全 に政治か ら切 りは

なす ことがで きず,権 力政治 の圧 力に考慮 をは らわねばな らぬとい う口実 の も

とに,こ れ らの国際機 関は翔察す るに値 しない ものだ とい う意味 なのか。同様

な批判 はすべての国家的機関 自身 に対 して もな し うるだろ う。 これ らの国家的

機 関が先史時代の ファウス トレヒ トfaustreGhtに 対 して進歩を形 作つていな

い とで もい うのか。 国際機関は ときに国内機関 に対 して卓越 した長所,す なわ

ちよ り大 きな公開性 とい う長所 を もつてい るとさえ考 える。

われわれの 当面 す る問題 に関 し提 案 さるべ き一つ の方法,そ れは公海漁業,

大 陸棚の開発及 び一般 的に海の資源の管理 にあた る一つの国際的専門機関 を創

設 し,そ れに委員会草案第8条 においてみ られ る如 き,或 は欧州石炭鉄鋼 共同

体の規約においてみ られ る如 き義務的裁判管轄条項 を接合す るこ とであ る。 人

が海 の制度及 び海 の国際法 の進化 を語 り うるのは この方向 に前進す ることによ

つ てで あつて,領 土主 権のが たつ く轍 に機械 的にたち もどることによつてでは

ない。

.・.

進歩は螺旋形 をえが きなが らな しとげ られ るとは よ くいわれ ることだ 。 しか

しそれは間違いだ 。 一つの螺状線 の下位 の渦巻 は常 に後退で しかな く,そ れが

立 ち直 るか どうか はわか らない。

手短 かにい お う。 国際的 ジヤングルの唯一の野獣 として,か くも長 い間維持

されて きた政府 は 自然権を放棄 しなかつ た,そ して この政府 の陰 にはそれか ら

甘 い汁 を吸つてい る常連 どもが身 をひそめてい るのだ とい うこ とが充分理解 さ

れ るな らば.た とえ近代科学 の啓示が産業 の可能性を増大 させ る として も,ま

た国際団体の木 断の生長によつ て必要なあ らゆ る補給源 の利用 を可能 な ものに

す るとして も,あ らゆ る分野において実際 家及 び技術家が この科学及 び この必

要 の奉仕に従事 す るよ うにな るとして も,法 学者 がか くべ か らぎる一 つの社会

現 範す なわ ち国際的公物 の自由の規範の切断あ るいは崩壊 と海の資源の 利用の

放棄 の どち らか を選 ばな けれ ば な らな い とい うよ うなことには決 してな らな

い。 時代 お くれになつ た領土主権 とか無主 地 の先 占とかい うよ うな古い観念へ

＼
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の怠惰 な復 帰で はな く,そ れ とは別な一つ の法概念 を,世 界社会 の漸進的統 合

の枠内において探求す るこ とが問題 で ある。 われわれが下絵 をかい た解決 は不

完余で あるか もしれない,そ して勿論 それだ け測解 決ではない。完全 に排除 さ

れねばな らぬ ところの ものは一つ。 す なわ ち沿岸国への大 陸棚の独 占の付与及

び}時 的で あろ うと,期 限つ きであろ うと海洋 自由の本質 的 な構成上 の原則の

放 棄。

も




